
基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

分野１．
生活の支援（障害福祉サービスの充実）

５．自立した生活の支援・意思決定支援の推進

分野目標

障害のある人及び障害のある子どもが基本的人権を享有
する個人としての尊厳に　ふさわしい日常生活又は社会生
活を営むことができるよう、障害福祉サービス等の充実を図
ります。

障害のある人が安心して生活を送ることができるように、乳
幼児期から学齢期、成年期、高齢期までの一貫した支援を
行うとともに、複数のニーズを持った障害のある人や家族な
どが利用しやすい相談体制を構築するなど、総合的なサー
ビスの整備を進めます。

自ら意思を決定することが困難な障害者に対し、本人の自
己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行う。
（中略）
さらに、障害者及び障害のある子供が、基本的人権を享有
する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活
を営むことができるよう、在宅サービスの量的・質的な充
実、障害のある子供への支援の充実、障害福祉サービスの
質の向上、アクセシビリティ向上に資する機器の研究開発、
障害福祉人材の育成・確保等に着実に取り組む。

（１） 意思決定支援の推進 （１）意思決定支援の推進

障害福祉サービス利用計画を作成する際には、障害のある
人や家族の希望等を踏まえて作成します。

高齢者・障害者相談コーナーは、利用者の意向や取り巻く
環境等を勘案したうえで、障害福祉サービスの支給決定を
行います。

自ら意思を決定することが困難な障害者が障害福祉サービ
スを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊
重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図るこ
と等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等
が行われることを推進する。
また、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を
進める。5-(1)-1,5-(5)-3

難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっ
ては、障害者総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくと
ともに、各地方公共団体において、難病等の特性（病状の
変化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円滑な事務が実施
されるよう、理解と協力の促進を図る。6-(5)-7

相談支援事業者は、障害福祉サービスの支給決定を受け
た利用者のうち、特に計画的な自立支援を必要とする人に
対し、サービス利用計画の作成、サービス利用の調整、モ
ニタリングを行っています。
障害福祉サービスの支給決定プロセスの見直しに伴い、基
幹相談支援センターや高齢者・障害者相談コーナーとさらに
密接な連携を図るとともに、サービス利用計画に関わる研
修を充実します。

障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向、家族の
状況等を踏まえたサービス等利用計画案の作成等、当事者
の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実施に向けた
取組を進める。5-(2)-2

1-(1)-1

障害のある人が、日常生活や社会生活に関して自らの意思
が反映された生活を送ることができるように、可能な限り障
害のある人自らの意思決定が反映されたサービス等利用
計画案の作成を促進するとともに、当事者の支援の必要性
に応じた適切な支給決定の実施に向けた取り組みを進めま
す。

1



基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

1-(1)-2

障害福祉サービス等の提供にあたり、障害のある人が自信
を持って自らの意思を示し、主体的に意思決定を行うことが
できるよう、障害福祉サービス等の内容に関する理解の手
がかりとなる視覚的支援を行うなど、障害福祉サービス事
業者等による合理的配慮の提供を促進します。

1-(1)-3

障害福祉サービス等における意思決定支援の質の向上を
図るため、国が作成した「障害福祉サービス等の提供に係
る意思決定支援ガイドライン」を活用し、障害福祉サービス
事業者や成年後見の担い手等を対象とした研修を行いま
す。
併せて、日常生活及び社会生活における意思決定支援の
普及を図るため、当事者・家族をはじめ関係団体、関係機
関、行政等が連携しながら、地域社会における意思決定支
援のあり方について検討を進めます。

また、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を
進める。5-(1)-1の一部

1-(1)-4

知的障害や精神障害、発達障害により判断能力が不十分
な人による成年後見制度の適正な利用を促進するため、必
要な経費について助成を行うとともに、後見等の業務を適
正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研
修を行います。

知的障害又は精神障害（発達障害を含む。）により判断能
力が不十分な者による成年後見制度の適正な利用を促進
するため、必要な経費について助成を行うとともに、後見等
の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図
るための研修を行う。5-(1)-2
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 障害福祉サービスの質の向上等 （５）障害福祉サービスの質の向上等

障害者自立支援法施行から約5年が経過し、生活介護や就
労継続支援などの日中活動系サービスや、グループホー
ム・ケアホームなど居住系サービスの体制は充実してきて
います。今後も、障害のある人の多様化するニーズ等に適
切に対応していきます。

障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわ
しい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の
障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する
日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪
問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期
入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量
的・質的充実を図る。5-(3)-1

難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっ
ては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律（平成17 年法律第123 号。以下「障害者総合
支援法」という。）の対象疾病の拡大を図っていくとともに、
各地方公共団体において、難病等の特性（病状の変化や進
行、福祉ニーズ等）に配慮した円滑な事務が実施されるよ
う、理解と協力の促進を図る。5-(5)-7

発達障害のある人が自立した生活を送ることができるよう、
買い物、調理実習、公共交通機関の利用方法、マナー等の
生活訓練や職業理解のための作業訓練を実施します。

障害者自立支援法で、介護給付としての重度訪問介護や
行動援護、地域生活支援事業として移動支援事業などが位
置付けられており、平成23年度には、介護給付に重度視覚
障害のある人を対象とする同行援護が新設されました。
今後とも、障害のある人の外出に必要なサービスについて
は、適切な対応に努めます。

障害のある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳
にふさわしい自立した日常生活及び社会生活を営むことが
できるよう、多様化するニーズ等に対して、在宅の障害のあ
る人に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅
介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行う
とともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在
宅サービスの量的・質的充実を図など、障害の特性（病状
の変化や生活の状態等）に配慮した適切な障害福祉サービ
スの提供を推進します。

障害の受容等の心理的なサポートをはじめ、リハビリテー
ション支援、視覚・聴覚障害等に対するコミュニケーション支
援及び中途障害に対する生活適応訓練など、障害のある人
が、自立生活を送るために必要となる各種訓練事業を充実
させるとともに、地域生活が困難な重度・重複障害のある人
を支えるため、保健・医療・福祉の連携の強化を図り、各種
支援の適切な提供を推進します。

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身
体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練（機能訓
練及び生活訓練）を提供する。5-(3)-3

1-(2)-1
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

難病の人に対するホームヘルプサービスの質の向上を図る
ため、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業の実施を
検討します。

1-(2)-3

障害福祉サービス事業所等の従事者が安心して働き続け
ることができるよう、事業者等に対して、従事者の処遇改善
や職場環境の改善に向けた取り組みを促し、従事者の早期
離職防止・定着を図ります。

障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法規の
遵守を徹底するとともに、サービス従事者の処遇改善や職
場環境の改善などに努める。5-(7)-1の一部

― ×

地方公共団体における障害福祉計画の策定に当たり、国に
おいて、障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤
整備等に係る数値目標等を定めた基本指針を策定し、障害
福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の
地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的
に図られるように取り組む。5-(5)-4

― ×
障害福祉サービスの提供に当たっては、都道府県による管
内市町村への適切な支援等を通じ、地域間におけるサービ
スの格差について引き続き均てんを図る。5-(5)-6

必要なサービス量の確保に努めるとともに、効果的・効率的
なサービスの提供に努めます。

在宅サービスの質の向上を図るため、サービス提供事業者
への研修等を実施します。

障害福祉サービス又は相談支援が円滑に実施されるよう、
これらのサービス等を提供する者、又はこれらの者に対し必
要な指導を行う者を養成する。5-(5)-1

障害福祉サービス事業所の職員が、共生社会の理念を理
解し、障害者やその家族の意思を尊重しならが必要な支援
を行うことができるよう、研修の実施等を推進する。5-(4)-8

障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦
情解決の推進、事業者に対する第三者評価の適切な実施
及び評価結果の公表の促進等に努める。
また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障
害福祉サービス等を利用する障害者等が個々のニーズに
応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事
業者によるサービスの質の向上を図る。5-(5)-2

1-(2)-4

障害福祉サービス等の質の向上に向けて、障害福祉サー
ビス事業者が利用者等からの苦情解決に適切に取り組む
よう指導します。
また、障害福祉サービス事業者の第三者評価の受審及び
評価結果の公表の促進等に努めます。
　さらに、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、
障害福祉サービス等を利用する障害のある人等が個々の
ニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとと
もに、事業者によるサービスの質の向上を図ります。

1-(2)-2

障害福祉サービス等の提供において、関係法令を遵守し、
適切なサービスが提供されるよう、集団指導や実地指導を
通じて、障害福祉サービス事業者等を指導します。
また、障害福祉サービス等の質の向上に向けて、従事者等
の資質向上を図るための研修等を実施します。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

― ×

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成28 年
法律第65 号）による改正後の障害者総合支援法等の施行
の状況や、都道府県及び市町村が策定する障害福祉計画
や障害児福祉計画に基づく業務の実施状況等を踏まえな
がら、障害者の生活ニーズを踏まえた障害福祉サービスの
更なる充実等を図るための方策について、継続的な検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。5-(5)-8
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） 障害のある子どもに対する支援の充実 （４）障害のある子供に対する支援の充実

障害児の発達を支援する観点から、障害児及びその家族に
対して、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支
援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り、療育
方法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行
う。5-(4)-3

国の動向を踏まえつつ、市民啓発や相談窓口の充実、各種
サービスの拡充を図るとともに、保健、医療、福祉、教育、
労働などの関係機関が連携し、乳幼児期から成人期までの
一貫した支援を実施します。また、専門的な研修などを開催
し、サービス提供者や教育関係者などの技術の向上に努め
ます。

障害のある子どもに早い時期から関わり、早期発見の取り
組みを強化するとともに、相談支援機関の連携強化など、
必要な相談・支援ができる体制を確保します。

障害のある子どもの生活や家族の立場を考慮するととも
に、家庭や地域の状況、将来の地域における暮らしなどを
支援できるよう、相談などに携わる職員の研修体制の充実
を図ります。

発達が気になる乳幼児を早期に発見し支援するため、専門
職のスタッフ（小児科医師、心理士、理学・作業療法士、保
健師、保育士など）がチームで相談に応じる「わいわい子育
て相談」や親子の関わり方の指導などを行う「親子遊び教
室」の充実を図ります。

医療機関、保育所、幼稚園、学校、育児サークルなどの地
域活動において、発達の遅れなどの障害が予測される子ど
もを早期に発見できるように、関係機関や関係者に対する
研修や啓発活動の推進を図ります。
また、速やかに適切な専門機関と連携し、継続的な療育支
援が受けられる体制整備に努めます。

障害のある子どもの発達を支援する観点から、保健・医療・
障害福祉・教育・雇用等の関係機関が連携し、障害のある
子ども及びその家族に対して、乳幼児期から成人後まで一
貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制
の構築を図ります。

1-(3)-1

6



基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

保育所等において、障害の特性に応じた適切な保育が行わ
れるよう、総合療育センターや障害児通園施設などの専門
施設の相談体制の充実や専門職種の職員の派遣などを行
います。

今後、ますます多様化する利用者のニーズに応え、より質
の高い障害福祉サービスを提供していくことを目指して、本
市の障害福祉施設の再整備計画の策定を検討します。

近年、障害が重度化・重複化した子ども（重症心身障害児
等）や、発達障害のある子どもなどが増加している現状に対
応するため、医師をはじめとした専門スタッフの確保に向け
て取り組むとともに、今後の総合療育センターの組織や機
能の充実について、改築等の施設整備を含めた検討を行い
ます。

保育所等において、障害の特性に応じた適切な保育が行わ
れるよう、総合療育センターや障害児通園施設などの専門
施設の相談体制の充実や専門職種の職員の派遣などを行
います。

家族形態や就業形態の多様化などに対応した子育てがで
きるように、集団保育が可能な障害のある子どもについて
は、地域の保育所等において、引き続き受け入れを行いま
す。

児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害
の重度化・重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強
化を図るとともに、これらの機関を地域における中核的支援
施設と位置付け、地域や障害児の多様なニーズに対応する
療育機関としての役割を担うため、必要な体制整備を図る。
5-(4)-7

障害児やその家族を含め、全ての子どもや子育て家庭を対
象として、身近な地域において、子ども・子育て支援法（平
成24 年法律第65 号）に基づく給付その他の支援を可能な
限り講じるとともに、障害児が円滑に同法に基づく教育・保
育等を利用できるようにするために「優先利用」の対象とし
て周知するなど必要な支援を行う。5-(4)-1

障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進、障害
児保育を担当する職員の確保や専門性向上を図るための
研修の実施等により、障害児の保育所での受入れを促進す
る。5-(4)-2

発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障
害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支
援専門員等の支援者の配置の促進を図る。5-(4)-4,6-(4)-4

障害のある子どもの福祉の向上と、保護者の子育てを支援
するため、身近な地域において、子ども・子育て支援法に基
づく給付その他の支援を可能な限り講じます。
また、保育を必要とする集団保育が可能な障害のある子ど
もについて、保育所等での受け入れを行うなど、障害のある
子どもが同法に基づく保育等を円滑に利用できるようにする
ために必要な支援を行います。

1-(3)-3

1-(3)-2

障害児通所施設や保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、そ
の他関係機関等において、障害の特性に応じた適切な保育
等が行われるよう、専門的、体系的な研修を実施するととも
に、市立総合療育センター等の専門施設による体制の充実
や専門職種を中心とした巡回カウンセラー等の派遣等を行
い、職員等の資質向上を図ります。
また、関係機関相互の連携を促進するなど、運営体制の充
実に努めます。

障害児施設や保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、その他
関係機関などへの専門職種を中心とした職員派遣を充実し
ます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

今後の国の動向を踏まえながら、在宅の障害のある子ども
が利用できるショートステイ事業や日中一時支援事業を実
施するなど、障害児通園施設での降園後の対策について検
討します。

今後の国の動向を踏まえながら、短期入所（ショートステイ）
や日中一時支援などによる放課後・長期休暇対策や、障害
のある子どもの特性に合わせた養育支援、保護者負担軽
減のためのレスパイト（一時的休息）などの家族支援につい
て検討します。

保護者の介護負担の軽減やレスパイトを行うため、障害の
ある子どもが安心して地域における様々な活動や講座など
の余暇活動に参加できるよう、支援の仕組みについて検討
します。

1-(3)-5

障害のある子どもについて、情報提供や相談支援等により
家族やその家庭生活を支援するとともに、在宅で生活する
重症心身障害児（者）について、短期入所や居宅介護、児
童発達支援等の障害福祉サービス等により、在宅生活の支
援の充実を図ります。

障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や
家族を支援するとともに、在宅で生活する重症心身障害児
（者）について、短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在
宅支援の充実を図る。5-(4)-6

― ×

総合療育センター（本体）については、今後、実施設計、建
築工事を行い、平成30年度中の開所を目指します。
（仮称）西部分所については、今後、改修工事を行い、平成
28年度中の開所を目指します。
今回の再整備にあたっては、総合療育センターのさらなる
機能向上や障害児（者）の在宅生活の支援体制の強化を図
ることとしています。

市の直営保育所に親子通園クラスを設置し、発達が気にな
る子どもを保護者とともに受け入れ、保育所での遊びや体
験、相談を通じた支援を行います。

児童福祉法（昭和22年法律第164 号）に基づき、障害児に
対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供する
とともに、障害者総合支援法に基づき、居宅介護、短期入
所、障害児を一時的に預かって見守る日中一時支援等を提
供し、障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制
の充実を図る。
また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び
放課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。
 （略）5-(4)-5

1-(3)-6

心身の発達が気になる子どもの子育てに悩みを持つ保護
者に対し、子育て支援に関する必要な情報提供を行うととも
に、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結び
つけるなど、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境
整備を図ります。
また、障害のある子どもを育てる家族の負担を軽減し、安心
して子育てできるよう、保護者やきょうだい児に対する相談
支援の充実を図ると共に、一時的休息（レスパイト）として、
短期入所（ショートステイ）や日中一時支援等を実施します。

1-(3)-4

障害のある子どもに対して、児童発達支援や居宅介護、短
期入所（ショートステイ）、日中一時支援等の障害福祉サー
ビスを提供し、障害のある子どもが身近な地域で必要な支
援を受けられる体制の充実を図ります。
また、障害のある子どもの発達段階や支援の必要性に応じ
て、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪
問支援による適切な支援を提供します。併せて、障害のあ
る子どもが安心して地域における様々な活動等に参加でき
るよう、支援を行う上での課題やその解決方法について検
討します。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（４） 福祉用具等の普及促進
（６）福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する
機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の
育成等

補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対
する公費の支給、日常生活用具の給付・貸与を行うととも
に、福祉用具に関する情報提供などにより、時代に応じた
福祉用具等の普及を促進する。5-(6)-2

情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築によ
り、福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推
進するとともに、研修の充実等により、福祉用具の相談等に
従事する専門職員の資質向上を図る。5-(6)-3

1-(4)-2

市民や企業等に対し、身体障害者補助犬への関心や、理
解を深める取り組みを推進します。
また、身体障害者補助犬の受け入れについて、補助犬利用
者や受け入れ側からの相談に的確に対応していきます。

市民や企業等に対し、身体障害者補助犬への関心や、理
解を深める取り組みを推進します。また、身体障害者補助
犬の受け入れについて、補助犬利用者や受け入れ側から
の相談に的確に対応していきます。

身体障害者補助犬法（平成14 年法律第49 号）に基づき、
身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の育成及び
身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用
の円滑化を図る。5-(6)-4

― ×

良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向
上を図るため、研究開発の推進等を進める。また、研究開
発や障害者等のニーズを踏まえ、ユニバーサルデザイン化
を促進し、誰もが使いやすいものづくりを推進する。さらに福
祉用具の適切な普及促進を図るため、積極的に標準化を進
めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。5-(6)-1

― × 障害者等の安全・安心な生活に向けた支援ロボット等の研
修開発を推進する。5-(6)-5

1-(4)-1

補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対
する公費の支給、日常生活用具の給付・貸与を行います。
また、福祉用具プラザなどにおける福祉用具の展示や相談
を通じて、福祉用具に関する情報提供等を行うとともに、そ
の普及を促進します。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

分野２．
保健・医療の推進

６．保健・医療の推進

分野目標

障害のある人が身近な地域において、保健・医療サービ
ス、リハビリテーション等を受けることができるよう、提供体
制の充実を図ります。
特に、医療的ケアを必要とする障害のある人や、難病患者
に関する施策を推進します。

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らし
をすることができるよう、精神障害者への医療の提供・支援
を可能な限り地域において行うとともに、入院中の精神障害
者の早期退院及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入
院の解消を進める。また、精神障害者の地域への円滑な移
行・定着が進むよう、退院後の支援に関する取組を行う。
障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを
受けられるよう、地域医療体制等の充実を図る。
また、優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品等の開
発を促進するとともに、最新の知見や技術を活用し、疾病等
の病因・病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推
進する。さらに、質の高い医療サービスに対するニーズに応
えるため、ＡＩやＩＣＴ、ロボット技術の活用等による革新的な
医療機器の開発を推進する。
あわせて、保健・医療人材の育成・確保や、難病に関する保
健・医療施策、障害の原因となる疾病等の予防・治療に関
する施策を着実に進める。

（１） 精神保健・医療の適切な提供等 （１）精神保健・医療の適切な提供等

2-(1)-1
学校、職域及び地域における精神保健相談の充実等、市
民のこころの健康づくりを推進します。

精神保健福祉センターは、精神保健福祉の中核施設とし
て、人材育成のための研修や保健・医療・福祉・労働・司法
といった幅広い領域の連携体制を構築するとともに、自殺
対策にも取り組み、地域全体の精神保健福祉の向上を目
指します。

学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウ
ンセリング等の機会の充実により、一般国民の心の健康づ
くり対策を推進する。加えて、学校においては子供の心の変
化に気付くための取組の促進、職域においては事業者によ
るメンタルヘルス不調者への適切な対応、地域においては
保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を行う。
また、精神疾患の早期発見方法の確立及び発見の機会の
確保・充実を図り、適切な支援につなげる。6-(1)-2
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

精神疾患の病状には変化があり、悪化したときにも適切な
医療を提供することが必要であるため、精神科救急医療シ
ステムの整備について検討します。

夜間・休日の精神疾患急変時に、精神障害のある人や家族
からの相談を受け、必要に応じて適切に医療等につなげる
体制を整備するために、夜間・休日精神医療相談事業を開
始しました。

2-(1)-3
精神疾患の予防と早期発見・早期対応を行うとともに、うつ
やアルコール等依存症の問題等に取り組み、その重症化を
防ぎ、自殺に傾く人を減らす対策を行います。

精神疾患の予防と早期発見・早期対応を行うとともに、うつ
やアルコール・薬物問題などにも取り組み、その重症化を防
ぎ、自殺に傾く人を減らす対策を行います。

2-(1)-4
精神障害のある人の地域移行の取り組み等を担う保健師、
精神保健福祉士、公認心理師等について、人材の育成や
連携体制の構築等を図ります。

精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医、看護職員、
精神保健福祉士、公認心理師等について、人材育成や連
携体制の構築等を図る。6-(1)-1-エ

2-(1)-5
精神医療における人権の確保を図るため、精神保健福祉
法の趣旨に即して、精神医療審査会等の適切な運営に努
めます。

精神医療における人権の確保を図るため、精神医療審査
会運営マニュアルの見直しや地方公共団体における好事
例の周知などにより、都道府県及び指定都市に対し、その
機能の充実・適正化を促す。6-(1)-4

2-(1)-6
地域の精神科医療機関の役割分担や連携、関係機関間の
情報の共有等を検討するため精神障害者支援地域協議会
を開催します。

― ×
精神疾患について、患者の状態像や特性に応じた精神病
床の機能分化を進めるとともに、適切な医療の提供を確保
し、患者・家族による医療機関の選択に資するよう、精神医
療に関する情報提供及び安全対策の推進を図る。6-(1)-5

― ×
平成29年２月にとりまとめられた「これからの精神保健医療
福祉のあり方に関する検討会」報告書の内容を踏まえ、精
神科病院に入院中の患者の意思決定支援等の権利擁護に
ついて、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の
権利擁護を行うことを検討する。6-(1)-6

― ×
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及
び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する精神
保健医療の提供を充実させる。6-(1)-9

2-(1)-2

精神科医療機関とその他の医療機関や精神保健行政機関
との連携を促進し、地域における適切な精神医療提供体制
の充実や相談機能の向上を推進します。
また、精神疾患の急発・急変により速やかな医療を必要と
する人を医療機関へ繋ぎ、迅速かつ適切な医療を提供する
ため、精神科救急医療体制の充実を図ります。

専門診療科以外の診療科、保健所等、健診の実施機関等
と専門診療科との連携を促進するとともに、様々な救急ニー
ズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域に
おける適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上
を推進する。6-(1)-1-ア
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 保健・医療の充実等 （２）保健・医療の充実等

障害のある人が地域の医療機関を円滑に利用できるよう、
医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力を得て、身近な地域
にかかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師（薬
局）を持つことを促進します。

障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを
受けられるよう、地域医療体制等の充実を図る。その際、特
に、高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその
対応に留意する。6-(2)-1

障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連
携した保健サービスの提供体制の充実を図る。また、障害
に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の予防と、こ
れらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の
確保を図る。6-(2)-5

2-(2)-3

医療的ケアが必要な子どもが適切な支援を受けられるよう
に、保健・医療・障害福祉・保育等の関係機関が連携を図る
ための取り組みを推進します。
また、医療的ケアが必要な子どもを受け入れる社会資源の
確保に努めます。

さらに、医療的ケアが必要な障害児については、地域にお
いて包括的な支援が受けられるように、保健・医療・福祉等
の関係機関の連携促進に努める。5-(4)-5の一部

医療費助成の対象疾患が増えることから、新たに対象とな
る市民が円滑に制度を利用できるよう、市政だよりやホーム
ページなどにより、患者団体や医療機関にに周知を図りま
す。

障害者総合支援法に基づき、障害者の心身の障害の状態
の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むため
に必要な医療について、医療費の助成（自立支援医療費）
を行う。6-(2)-2

2-(2)-4

障害の重度化を抑制するとともに、経済的負担を軽減する
ため、自立した日常生活又は社会生活を営むうえで必要な
医療について、自立支援医療(育成医療、更生医療、精神
通院医療)、重度障害者医療、特定医療（指定難病）等の医
療費の助成を行います。
また、対象となる市民が制度を円滑に利用できるよう、患者
団体や医療機関に対し、制度の普及に努めるとともに、市
政だよりやウェブサイト等により広く周知を図ります。

2-(2)-1

様々な障害について、高齢化等による障害の重度化・重複
化の予防及びその対応に留意するとともに、障害のある人
が身近な地域の医療機関を円滑に利用できるよう、医師
会、歯科医師会、薬剤師会の協力を得て、地域にかかりつ
け医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師（薬局）を持つ
ことを促進します。

2-(2)-2
障害児療育の拠点である市立総合療育センターの機能充
実を図るとともに、市立総合療育センターとかかりつけ医の
役割分担・情報共有の仕組みづくりを進めます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

2-(2)-5

障害のある人の歯科検診、歯科治療受診の利便性の向上
のため、北九州市口腔保健推進会議での意見等を参考に、
市歯科医師会や市立総合療育センター歯科等関係機関と
連携し、口腔の健康の保持・増進を図る取り組みの検討を
進めます。

定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けるこ
とが困難な障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔
の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに、障害の状
況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するため
の取組を促進する。6-(2)-6

― ×
国立障害者リハビリテーションセンター病院において、早期
退院、社会復帰に向けて、各障害に対応した機能回復訓練
を行うとともに、医療相談及び心理支援を行う。また、障害
者の健康増進についてもサービスの提供、情報提供を行
う。6-(2)-3

― ×
骨、関節等の機能や感覚器機能の障害、高次脳機能障害
等のリハビリテーションによる機能の維持、回復が期待され
る障害について、適切な評価、病院から地域等への一貫し
たリハビリテーションの確保を図る。6-(2)-4

― ×
優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器
の開発を促進するため、研究の支援、臨床研究・治験環境
の整備、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のＲＳ戦
略相談の活用等を推進する。6-(3)-1

― ×

最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、疾
病等の病因・病態の解明、予防、治療等に関する研究開発
を推進する。
また、再生医療について、多くの障害者、患者が活用できる
よう、研究開発の推進及び実用化の加速に取り組む。6-
(3)-2

― ×
脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能
障害等に関する新たな診断法の開発、リハビリテーションの
効率化及び訓練プログラムの改善を進める。6-(3)-3

― × 障害者の生活機能全体の維持・回復のため、リハビリテー
ション技術の開発を推進する。6-(3)-4

― ×
質の高いサービスに対するニーズに応えるため、ＡＩやＩＣＴ、
ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推
進するとともに、障害者の自立を支援する機器の開発を支
援する。6-(3)-5
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） 保健・医療を支える人材の育成・確保 （４）保健・医療を支える人材の育成・確保

2-(3)-1

市民の健康相談等を行う保健所、区役所等の職員の資質
の向上を図るとともに、障害のある人にとって必要な福祉
サービス等の情報提供が速やかに行われるよう保健・医
療・障害福祉事業従事者間の連携を図ります。

本市では、総合保健福祉センター（アシスト21）に、精神保
健福祉センター、障害福祉センター、介護実習・普及セン
ター等の専門機関を集約し、障害のある人に対する生活支
援はもとより、高齢者・障害者相談コーナー等の行政機関を
はじめ民間の事業者等への技術支援を行っています。
今後とも、医療・福祉関係機関とのさらなる連携を進めるた
め、専門機関としての機能を強化するとともに、全国的にも
充実した医療機関を活用し、かかりつけ医の定着を促進す
るなど、障害のある人が各種の専門的な支援を効率的かつ
効果的に受けられる体制づくりを推進します。

地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の
職員の資質の向上を図るとともに、障害者にとって必要な福
祉サービス等の情報提供が速やかに行われるよう地域の
保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図る。6-(4)-3

2-(3)-2

障害のある人や子どもの保健・医療を支える医師や保健
師、看護師等に対して、障害に係る専門的な知識や障害福
祉の制度等の知識の周知を図ります。
また、医療機関において障害のある子どもに対応する方
法、円滑な診療を妨げる行為が生じた場合の対処方法等の
研修の充実を図ります。

保健師や保育士等、障害児施設職員に対する専門的知識
や対応方法を修得するため、研修の充実を図ります。
また、警察等に対する研修を検討するほか、医療機関を受
診した際のスムーズな診療を妨げる行動への対処方法など
について、医師や看護師、介護士、検査技師等に対する研
修の充実を図ります。

発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障
害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支
援専門員等の支援者の配置の促進を図る。5-(4)-4,6-(4)-4

2-(3)-3

障害のある人や高齢者等が、住み慣れた地域で、安全にい
きいきとした生活を送ることができるよう、保健・医療・福祉・
介護の関係者のネットワークづくりや人材育成等、地域リハ
ビリテーションの推進等に取り組みます。

高齢者や障害のある人々が、住み慣れた地域で、安心して
いきいきとした生活を送ることができるよう、本市の優れたリ
ハビリテーション資源を活かし、医療機関相互の連携を強
化するとともに、人材育成を図るなど、地域リハビリテーショ
ン支援体制の確立に取り組みます。

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の福祉専門
職について、その有効な活用を図りつつ、養成及び確保に
努めるとともに、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義
肢装具士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事する
者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と
資質の向上を図る。
また、ホームヘルプサービスについて、障害特性を理解した
ホームヘルパーの養成及び研修を行う。さらに、障害福祉
サービス等を提供する事業者に対し、労働法規の遵守を徹
底するとともに、サービス従事者の処遇改善や職場環境の
改善などに努める。1-(5)-1,5-(7)-1

― ×
医師・歯科医師の養成課程及び生涯学習において、障害者
に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育
の充実を図り、障害に関する理解を深めるなど、資質の向
上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質
の高い看護職員等の養成に努める。6-(4)-1
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

― ×
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の医学的リハビリ
テーションに従事する者について、専門的な技術及び知識
を有する人材の確保と資質の向上を図る。6-(4)-2

― ×
国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関
等において障害に係る専門的な研究を行うとともに、情報の
収集・提供等を行い、障害保健福祉に従事する職員の養
成・研修においてこれらの機関の積極的な活用を図る。5-
(7)-2
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（４） 難病に関する保健・医療施策の推進 （５）難病に関する保健・医療施策の推進

児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害
の重度化・重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強
化を図るとともに、これらの機関を地域における中核的支援
施設と位置付け、地域や障害児の多様なニーズに対応する
療育機関としての役割を担うため、必要な体制整備を図る。
5-(4)-7

難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者
の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行う。6-
(5)-3

長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶ
おそれがある疾病であって、療養のために多額の費用を要
するものに対し、健全育成の観点から、その疾病にかかっ
ている患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費
助成を行う。6-(5)-4

難病対策委員会の意見等に基づく国の動向を踏まえなが
ら、難病施策の充実について、引き続き国への働きかけを
続けるとともに、今後の取り組みについて検討します。

難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入
病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行
うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその
家族の生活の質の向上を図る。6-(5)-2

― ×
難病患者の実態把握、病因・病態の解明、画期的な診断・
治療法の開発を推進するとともに、診断基準・治療指針の
確立及び普及を通じて、難病患者が受ける医療水準の向上
を図るため、難病の研究を推進する。6-(5)-1

2-(4)-2

難病患者等に対し、総合的な相談や支援を行うとともに、在
宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活
の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図り
ます。

2-(4)-1

難病に関する医療の普及を図るとともに、難病患者の医療
費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。
また、小児慢性特定疾病児童等についても、その疾病にか
かっている児童等の家族の医療費の負担軽減を図るため、
医療費助成を行います。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（５） 障害の原因となる疾病等の予防・治療 （６）障害の原因となる疾病等の予防・治療

医療機関における乳幼児健診や保育所、学校などで発達
の遅れなどの障害が発見された場合には、必要に応じて総
合療育センターなどの専門機関に紹介し、受診や支援を
行っています。
乳幼児期や学童期は心身ともに大きく変化する時期であ
り、その後の地域生活を送るうえで、子どもやその家族への
関わりが心身の発達の重要な役割を果たします。
このため、医療機関、障害児施設、保育所等での取り組み
を引き続き推進していくとともに、各関係機関が緊密な連携
を取り、適切な支援を行います。

妊婦健康診査、産婦健康診査、乳幼児に対する健康診査
及び児童に対する健康診断、保健指導の適切な実施、周産
期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機
会の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を
図る。
また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知見
と経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図る。
6-(6)-1

乳幼児健診や新生児聴覚検査などを引き続き実施するとと
もに、医療機関、保育所、幼稚園、学校、育児サークルなど
において障害を早期に発見できるように、関係者に対する
研修や啓発活動の推進を図ります。

発達障害の早期発見の精度を上げ標準化するため、受診
票の問診項目の見直しを行います。

2-(5)-2
周産期医療対策においては、ハイリスク母体・胎児及び新
生児等にわたる課題に対応するため、妊娠、出産から新生
児に至る総合的な周産期医療体制の充実を図ります。

外傷等に対する適切な治療を行うため、医療提供体制の充
実及び関係機関の連携を促進する。6-(6)-4

2-(5)-4
生活習慣病の早期発見、発症予防と重症化予防について、
「北九州市健康づくり推進プラン」等に基づき推進します。

生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展
等を予防するため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、
飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善に
よる健康の増進、医療連携体制の推進、健康診査・保健指
導の実施等に取り組む。6-(6)-2

疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機
関、身近な地域における医療機関及び在宅での医療の提
供体制の充実を図るとともに、関係機関の連携を促進しま
す。

2-(5)-3

妊婦健診、乳幼児健診、保健指導の適切な実施、周産期医
療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機会の
活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図り
ます。
また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知見
と経験を有する医療・福祉の各関係機関が緊密な連携を取
り、適切な支援を行います。

2-(5)-1

疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機
関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の
提供体制の充実、保健所、精神保健福祉センター、児童相
談所、市町村等による保健サービス等の提供体制の充実
及びこれらの連携を進する。6-(6)-3
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）
分野３．
地域包括ケアシステムの構築（地域生活支援、相談体
制の充実）

〔５．自立した生活の支援・意思決定支援の推進〕の一
部

分野目標
障害のある人が、自らが望む場所において日常生活又は
社会生活を営むために必要な支援を受けて、安心して暮ら
すことのできる地域社会の実現を目指します。

（略）障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支
援を受けることのできる体制を構築する。
また、障害者の地域移行を一層推進し、障害者が必要なと
きに必要な場所で、地域の実情に即した適切な支援を受け
られるよう取組を進めることを通じ、障害の有無にかかわら
ず、国民が相互に人格と個性を尊重し、安全に安心して暮
らすすことのできる地域社会の実現を図る。
（略）

（１） 地域移行支援・地域生活支援の充実 （３）地域移行支援、在宅サービス等の充実

地域生活を支えるための多職種のチームが連携する支援
をはじめ、地域生活の場であるグループホームの設置や継
続的な利用の促進、在宅生活を支える障害福祉サービスに
ついて充実を図ります。

障害者の一人暮らしを支える新たなサービスである自立生
活援助を導入することにより、障害者の地域生活への移行
を推進する。5-(3)-7

医療的ケアが必要な人や強度行動障害などの重度の障害
のある人に対応できるケアホームへの支援を検討します。

地域で自立生活ができる場を確保するため、グループホー
ムや福祉ホーム等の整備を支援していくとともに、体験型グ
ループホーム事業を実施し、障害の特性に応じた利用促進
のための支援を行います。

3-(1)-2

障害の重度化・重複化、障害のある人の高齢化に対応する
地域における居住の支援や障害福祉サービスの提供、専
門的ケア及び強度行動障害のある人等への適切な支援を
推進するとともに、長時間サービスを必要とする重度訪問介
護利用者等に対して、適切な支給決定を行います。

長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対し
て、適切な支給決定がなされるよう実施主体である市町村
への周知に取り組むとともに、都道府県との連携の下、市
町村に対する支援を行う。5-(5)-5

地域生活への移行を進める観点から、障害者支援施設に
おいては、入所者の地域生活移行支援や地域で生活する
障害者の支援を推進し、また、障害者の地域における居住
の場の一つとして、多様な形態のグループホームの整備を
促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を
図る。5-(3)-6

3-(1)-1

障害のある人の在宅生活を支える障害福祉サービスにつ
いて充実を図るとともに、地域生活を支えるための多職種
のチームが連携する支援をはじめ、障害のある人の地域に
おける生活の場のひとつであるグループホーム等に対する
支援を行うことにより、障害福祉サービスの継続的な利用を
促進します。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

3-(1)-3
障害のある人の地域生活への移行や地域で生活する障害
のある人を支える地域相談支援（地域移行支援・地域定着
支援）を提供するための体制の整備を図ります。

居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援（地
域移行支援・地域定着支援）の提供体制の整備を図る。6-
(1)-1-ウ

3-(1)-4

障害の重度化や障害のある人の高齢化、「親亡き後」を見
据え、障害のある人やその家族が地域で安心して生活でき
るよう、日頃から、身近なところで見守りや交流を行うとも
に、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応
を図る体制として、地域の社会資源を活用した地域生活支
援拠点の整備に取り組みます。

地域で生活する障害者の支援を進めるために、地域生活支
援拠点等の整備を図り、障害の重度化・高齢化にも対応で
きるよう、居住支援、サービスの提供体制の確保及び専門
的ケアの支援を行う機能を強化する。5-(3)-5

3-(1)-5

外出のための移動支援や地域活動支援センターの機能の
充実等、社会参加や日常生活における創作的活動や生産
活動の機会を提供するとともに、地域の特性や利用者の状
況に応じた地域生活支援の充実を図ります。

外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を
提供するとともに日常生活に必要な便宜を供与する地域活
動支援センターの機能の充実等、地域生活を支援するため
に地方公共団体が地域の特性や利用者の状況に応じて実
施する取組に対する支援を推進する。5-(3)-4

3-(1)-6

精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい
暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機
関、障害福祉サービス事業者、行政等の重層的な連携を図
ることで、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築を目指します。

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らし
をすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議
の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推
進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構
築を目指す。5-(3)-8,6-(1)-7
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

地域生活へ移行後のフォローアップ体制や、生活に不都合
が生じた場合の施設への受入体制等の検討を行い、安心し
て地域生活が送れるシステムの構築を目指します。

医療保護入院者の退院支援を行うため、病院に設置される
退院後生活環境相談員と相談支援事業者等の地域援助事
業者との合同研修等を行い、相談技術の向上と連携を図り
ます。

精神障害者の地域への円滑な移行・定着を進められるよ
う、働くことを含めた、精神障害者の退院後の支援に係る取
組を行う。6-(1)-8

市民が安定した地域生活を送れるように、こころの健康に関
する相談に応じ、地域生活をコーディネートする人材の育成
や関係機関との連携促進を図ります。

精神疾患を患った経験を持つピアサポーターが、精神科病
院を訪問し、入院中の精神障害者との交流を図り、退院に
向けた支援を行います。
また、ピアサポーターを相談支援事業者に派遣し、経験者
の立場から入院中の精神障害者の退院支援を行います。

長期間入所・入院している障害のある人は、退所・退院後の
イメージができにくく、地域での生活に不安を抱いており、退
所等を希望することが少ない状況であるため、宿泊体験事
業の実施により、地域生活移行への不安の軽減を図りま
す。

3-(1)-8

在宅生活を送っている精神障害のある人が、安心して地域
での生活が維持できるよう、多職種のチームによるアウト
リーチ(訪問支援)をはじめ、地域生活の場であるグループ
ホームの設置や継続的な利用の促進など、在宅生活を支え
る障害福祉サービスの充実を図ります。

家族と在宅生活を送っている障害のある人が、何らかの理
由で、家族等からこれまでと同様の支援が受けられなくなっ
た場合においても、継続して地域での生活が維持できるよう
に、在宅生活支援の仕組みを検討します。

精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域におい
て行うとともに、入院中の精神障害者の早期退院（入院期
間の短縮）及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院を
解消するため、以下の取組を通じて、精神障害者が地域で
生活できる社会資源を整備する。6-(1)-1

3-(1)-7

入院中の精神障害のある人の早期退院（入院期間の短縮）
及び地域移行・地域定着を推進するため、入院中からの交
流・相談をはじめ、地域生活へ移行した後の日常生活や通
院治療のフォローアップ、こころの健康に関する相談対応な
ど、障害のある人が安心して地域で生活できる支援体制の
充実を図ります。
また、生活に不都合が生じた場合の施設の受け入れ等、関
係機関が連携して支援する体制を構築します。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

3-(1)-9

現在、指定管理者制度で運営されている市立障害福祉施
設については、より柔軟かつ安定的に運営サービスを提供
するため、民間事業者による独立した運営が可能な施設に
ついては、条件が整い次第、社会福祉法人への移譲も含め
た再整備を進めます。

現在、指定管理者制度で運営されている市立障害福祉施
設についても、より柔軟かつ安定的にサービスを提供する
ため、社会福祉法人への移譲も含めた再整備を進めます。

3-(1)-10

人工呼吸器による呼吸管理を行っていること等により常時
介護を必要とする障害のある人が、自らが選択する地域で
生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む
支援の質と量の充実を図るとともに、体調の変化等、必要
に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を
促進します。
また、常時介護を必要とする障害のある人等に対し必要な
支援を適切に実施できるよう、支援の在り方について検討を
行います。

人工呼吸器による呼吸管理を行っていること等により常時
介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活で
きるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の
充実を図るとともに、体調の変化等に応じて一時的に利用
することができる社会資源の整備を促進する。5-(3)-2

3-(1)-11

触法障害者の円滑な社会復帰を促進するため、司法関係
者や地域生活定着支援センター、保護観察所、協力事業
主、障害福祉サービス事業者の関係機関と連携の下、必要
な福祉サービス等を利用できるよう支援を行います。

触法障害者が安心して地域に定着できるよう、必要に応じ
て各種障害者手帳の取得や施設入所、金銭管理などの取
り組みを支援します。

矯正施設に入所する累犯障害者等の円滑な社会復帰を促
進するため、地域生活定着支援センターにおいて、保護観
察所等の関係機関と連携の下、矯正施設に入所する累犯
障害者等が出所等後に必要な福祉サービスを受けるため
の支援を行う。7-(1)-4
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 相談支援体制の充実 （２）相談支援体制の構築

障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受
けることのできる体制を構築するため、様々な障害種別、年
齢、性別、状態等に対応し、総合的な相談支援を提供する
体制の整備を図る。5-(2)-1

相談業務に携わる職員が異動しても、相談窓口の機能が低
下しないように、職員の資質の向上を図る研修を充実しま
す。

どこに相談してよいかわからないといった障害のある人のた
めの第一次相談窓口として、障害者相談支援の中心的役
割を果たしている障害者地域生活支援センターを「基幹相
談支援センター」として整備します。

基幹相談支援センターと各種専門相談機関の有機的連携
により、相談窓口機能の充実を図ります。
基幹相談支援センターは「よろず相談窓口」「必要に応じた
訪問相談」「継続支援を要する障害のある人への担当者を
付けた支援（パーソナルサポート）」「ニーズ把握とマネジメ
ント」を特徴とします。

精神科デイケアの充実を図るとともに、外来医療、ひきこも
り等の精神障害に対する多職種によるアウトリーチ（訪問支
援）の充実を図る。6-(1)-1-イ

どこに相談してよいかわからないといった障害のある人のた
めの「よろず相談窓口」として、地域における障害者相談支
援の中核的な役割を担う「北九州市基幹相談支援センター」
において、アウトリーチ（訪問支援）を含めたきめ細かな相
談対応を行い、障害のある人とその家族に寄り添った支援
を進めます。

3-(2)-2

3-(2)-1

障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支
援を受けることができるよう、様々な障害種別、年齢、性別、
状態等に対応し、総合的な相談支援を提供する体制の整備
を図ります。
特に、障害者手帳の交付や各種の障害福祉サービス等の
受付、支給決定等を行っている区役所高齢者・障害者相談
コーナーについては、その機能を強化するために、窓口職
員に対する専門研修による人材育成を進めます。

相談支援事業者への専門的指導や人材育成、障害者等の
相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的
な役割を担う基幹相談支援センターの必要性を周知し、そ
の設置を促進する。
また、関係機関の連携の緊密化や地域の実情に応じた体
制整備についての協議会の設置を促進し、その運営の活性
化を図ることにより、障害者等への支援体制の整備を進め
る。5-(2)-3
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

基幹相談支援センターと高齢者・障害者相談コーナーは、
互いに連携・協働し、障害福祉サービスの利用意向の聴
取、サービス利用計画の作成、サービス利用の調整、モニ
タリング等が適正に実施できるよう取り組みを進めます。

障害者手帳の交付や各種の公的な福祉サービスの受付、
支給決定を行っている高齢者・障害者相談コーナーについ
ては、その機能を強化するため、窓口職員に対する専門研
修による人材育成を進めるとともに、基幹相談支援センター
や専門相談窓口との連携・協働を推進します。
また、高齢者・障害者相談コーナーの機能の充実を図るた
め、地域包括支援センターとの連携を強化するとともに、障
害福祉センター、精神保健福祉センター、子ども総合セン
ター等からの技術支援をさらに充実します。

各種ガイドラインの策定及び普及、障害者相談員や相談支
援に従事する職員に対する研修の実施等により、相談業務
の質の向上を図るとともに、児童相談所、更生相談所、保健
所等の関係機関間のネットワークの形成及びその活用を推
進し、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる
体制を構築する。5-(2)-8

基幹相談支援センターでは専門的な知識や経験を活かし、
必要に応じて相談支援事業者に対し、困難な事例への指
導・助言を行います。

基幹相談支援センターと各区役所の高齢者・障害者相談
コーナーや、いのちをつなぐネットワーク係及び地域包括支
援センターが連携・協働し、様々な相談に対応します。
地域のネットワークを構築し、障害のある人が身近な場所で
安心して生活できる体制を整備します。

かかりつけ医、民生委員、児童委員、身体・知的障害者相
談員、サービス提供事業者、ピアカウンセラー等が日頃の
関わりの中で、障害のある人からの相談を受けるとともに、
必要に応じて基幹相談支援センターと連携を図るなど、きめ
細かな支援ができる体制の構築に取り組みます。

発達障害者支援センター、障害者しごとサポートセンターな
どの各種専門相談窓口が基幹相談支援センターと連携・協
働し、適切な支援を行う仕組みを構築します。

基幹相談支援センターと高齢者・障害者相談コーナーをは
じめとする区役所の相談窓口、相談支援事業者、各種専門
機関、地域関係者は、互いに連携・協働し、様々な相談に対
応します。
様々な相談機関が地域のネットワークを構築し、支援の必
要な人にできるだけ早く気付き、必要な支援へつなぐ体制づ
くりを進めることにより、障害のある人とその家族を共に支
える地域ネットワークの構築を図ります。

3-(2)-3
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

また、北九州市障害者自立支援協議会の定例支援会議な
どを通じて、関係機関が協働し問題解決に取り組みます。

本市では、相談支援事業者の運営評価や具体的な困難事
例に対する指導・助言、ネットワークの構築を目的とした北
九州市障害者自立支援協議会の運営等を行っており、今後
も充実を図ります。

発達障害者支援センター等において、発達障害児・者やそ
の家族に対する相談支援やペアレントメンターの養成等を
行うとともに、地域の医療、保健、福祉、教育、雇用等の関
係者による発達障害者支援地域協議会で地域の課題等を
協議し、発達障害者支援センターを中心とした地域生活支
援体制の充実を図る。5-(2)-4

発達障害のある子どもの増加に対応するため、総合療育セ
ンターで診断を待つ保護者の悩みや不安等に心理士や保
育士が対応する診察前相談を今後も引き続き実施します。

児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害
の重度化・重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強
化を図るとともに、これらの機関を地域における中核的支援
施設と位置付け、地域や障害児の多様なニーズに対応する
療育機関としての役割を担うため、必要な体制整備を図る。
5-(4)-7

難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消
を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細
やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対
策を実施するため、難病相談支援センターを中心とし、難病
診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な関係者間で
の連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活にお
ける相談・支援を行う。5-(2)-6、6-(5)-5

幼少期から慢性疾病に罹患しているため、長期にわたり療
養が必要なことから、社会との接点が希薄になり、社会生活
を行う上での自立が阻害されている児童等に対して、地域
の実情に応じた相談支援等の充実により社会生活への自
立促進を図る取組を行う。6-(5)-6

難病患者やその家族の相談体制の充実や難病に対する市
民の理解促進を図るため、福岡県難病団体連絡会が開催
している医療相談会の取り組みを支援します。

3-(2)-6

難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消
を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細
やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対
策を推進するため、北九州市難病相談支援センターを拠点
に、難病患者の相談・支援を行います。
また、難病患者やその家族が地域で安心して療養生活を送
ることができるよう、患者・家族会等の支援をはじめ、情報
提供や啓発、医療相談会等の取り組みを実施します。

3-(2)-5

発達障害のある子どもや大人への支援について、幼児期の
「気づき」の段階から、ライフステージに応じ一貫した支援体
制の構築を図るため、行政の縦割りを超えた体制づくりを進
めます。
併せて、市立総合療育センターや発達障害者支援センター
を中心とした相談支援、家族支援の強化等に取り組み、保
健・医療・障害福祉等の協働による包括的な支援を進めま
す。

相談支援事業者の事業運営等の評価や具体的な困難事例
に対する指導・助言、ネットワークの構築を目的とした北九
州市障害者自立支援協議会の運営等の充実を図ります。

3-(2)-4
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

3-(2)-7

難病患者やその家族をはじめ、医療・福祉・就労等の関係
機関、関係団体によって構成する「北九州市難病対策地域
協議会」を開催し、地域における難病患者支援の課題を共
有し、支援体制について協議を行います。

地域における難病患者への適切な支援を図るため、福祉、
就労、医療などの関係機関、関係団体によって構成する「難
病対策地域協議会」を設置します。

高次脳機能障害のある人や家族に対する相談支援体制の
充実を図ります。

若年性認知症の人に対し、各種障害福祉サービスや相談
窓口等についての情報を提供します。
また、若年性認知症の理解を促進するため、市民等への啓
発を行います。

国の動向を踏まえつつ、行政や民間の相談窓口従事者、家
族等を対象とした講演会や研修の充実を図るとともに、日中
活動の場の確保等に努めます。（高次脳機能障害）

― × 難病の人等からの各種相談（診療、在宅ケア、心理的ケア
等）に応じる「難病相談・支援センター」等を周知します。

高次脳機能障害のある人や若年性認知症の人に対し、各
種障害福祉サービスや相談窓口等についての情報を提供
するとともに、家族に対する相談支援体制の充実を図りま
す。
また、高次脳機能障害や若年性認知症について、行政や民
間の相談窓口従事者等を対象とした講演会や研修を充実
し、資質の向上を図ります。

3-(2)-8

高次脳機能障害児者（失語症等の関連症状を併発した場
合を含む。）への支援について、地域の支援拠点に相談支
援コーディネーターを配置し、ライフステージに応じた専門
的な相談支援や都道府県及び市町村が障害者等への支援
体制の整備を図るために設置する協議会をはじめとした関
係機関との連携・調整等を行うとともに、高次脳機能障害に
関する情報発信の充実を図る。5-(2)-5
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） 地域福祉の充実 〔なし〕

障害のある人の地域生活の受け皿を確保するためには、施
設整備について、地域住民の理解が得られにくい現状を踏
まえた計画的な施策の展開が必要です。このため、障害の
ある人やその家族の希望を尊重し十分な配慮をしながら、
行政、民間、地域の連携による退所・退院の促進に向けた
システムづくりを目指します。

3-(3)-2

精神科医療機関・障害福祉サービス事業者・行政・関係機
関等の協議の場を設け、精神障害のある人の地域移行に
関する目標を共有し、住まいの確保支援、家族支援等の課
題解決について検討します。

3-(3)-3

精神障害のある人が地域移行した後、地域活動への参加
や地域住民のネットワークによる見守り等、精神障害のある
人が地域で安心して生活を送ることができるよう、地域住民
に対する啓発活動を充実します。

地域移行後、精神障害者の地域活動への参加、地域住民
のネットワークによる見守りなど、精神障害者が地域で安心
して生活を送ることができるよう、地域住民に対する啓発活
動を充実します。

3-(3)-4

発達障害のある人の支援体制に関する地域における課題
について、関係者間で情報を共有し、緊密な連携を図るとと
もに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う
ための発達障害者支援地域協議会を開催します。

3-(3)-5

行動障害等の悩みを抱えた人とその家族が地域で孤立す
ることなく、安心して生活できるよう、地域関係者や障害福
祉関係者等による見守り、交流を進めると共に、専門家等
による家族支援の強化を図ります。
併せて、障害福祉サービス事業所における受け入れを進め
るため、サービス従事者を対象に、行動障害への対応に係
るスキルアップ研修等を行うとともに、幅広い関係者に向け
て、行動障害のある当事者と家族への支援についての啓発
を行います。

障害のある人が地域社会において自立した生活ができるよ
うに、一人ひとりが抱える課題を地域社会みんなで受け止
め、地域の多様な専門性を生かして解決する仕組みづくり
を進めます。

3-(3)-1

障害のある人が地域社会において自立した生活ができるよ
うに、都市基盤の整備や防災対策を進めるとともに、個々の
障害の特性に配慮した就労支援や多様な就業機会の確保
に取り組むなど、地域住民、企業、行政などの協働による地
域での生活を支援する仕組みづくりを行います。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（４） 障害福祉を支える人材の育成・確保 （７）障害福祉を支える人材の育成・確保

3-(4)-1

「支援する人を支援する」という考えのもと、障害のある人を
介護する家族に対する相談や情報提供、当事者同士の交
流などの取り組みを充実します。
併せて、家族介護者の一時的休息（レスパイト）の観点か
ら、短期入所（ショートステイ）等の利用を進めることで、障
害のある子どもが安心して地域において生活できるよう、家
族の支援を行います。

保護者が障害を受け入れていくことができるよう、専門職種
の職員や家族会の協力を得て、保護者同士の情報交換や
交流を支援する仕組みを構築します。

家族の精神疾患やひきこもりへの理解を深め、家族同士の
分かち合いの場を作るため、引き続き家族教室を行いま
す。

精神障害のある人の家族を支えるために、福岡県と合同で
家族交流会を支援します。

障害を受け入れるための講習、支援制度や具体的なかか
わり方等についての保護者勉強会の実施など、診断後の家
族への支援を充実します。

家族同士が子どもとの関わり方や悩みを気軽に情報交換で
きる場の充実を図ります。また、発達障害のある子どもを育
ててきた同じ立場の親が相談を受けるペアレントメンターの
養成などを検討します。

発達障害者支援センター等において、発達障害児・者やそ
の家族に対する相談支援やペアレントメンターの養成等を
行うとともに、地域の医療、保健、福祉、教育、雇用等の関
係者による発達障害者支援地域協議会で地域の課題等を
協議し、発達障害者支援センターを中心とした地域生活支
援体制の充実を図る。5-(2)-4

発達障害者やその家族に対する支援を強化するため、地域
生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育
成するとともに、ピアサポートを推進する。5-(2)-10,5-(7)-3

3-(4)-3

発達障害のある人の家族に対する心理的ケアと、家庭にお
ける子育ての支援を進めるため、家族同士が子どもとの関
わり方や悩みを気軽に情報交換できる場の充実を図るとと
もに、家庭における行動面の問題等に対する専門的な支援
を行います。
また、発達障害のある子どもを育てた経験のある保護者
が、同じような発達障害のある子どもを持つ保護者に寄り添
い、相談を受けるペアレントメンターの養成等を強化します。

精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制
の構築を図る。精神障害者に対する当事者による相談活動
に取り組む地方公共団体に対し支援を行う。6-(1)-3

精神障害のある人やその家族が障害を受け入れていくこと
ができるよう、精神疾患やひきこもりへの理解を深め、同じ
経験を持つ家族同士の分かち合いの場を提供するなど、情
報交換し、悩みを共有しながら不安解消に向けた取り組み
を進めます。

3-(4)-2

27



基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

障害のある人の当事者活動は、その生活を向上させるだけ
でなく、権利を守る上でも重要であるため、ピアカウンセリン
グやセルフヘルプ活動を支援します。
また、ボランティア活動に対する支援や人材育成が行えるよ
う環境整備に努めます。

家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等により
その家庭や家族を支援するとともに、ピアカウンセリング、ピ
アサポート等の障害者同士が行う援助として有効かつ重要
な手段である当事者による相談活動の更なる拡充を図る。
5-(2)-9

障害のある人やその家族によるピアカウンセリングや、セル
フヘルプ活動等の当事者活動は、同じ悩みを持つ人たちが
集まり助け合うことで、孤独感を癒し、自信を取り戻し、障害
を受け入れられるようになるなど、重要な役割を果たしてい
ます。
このため、今後とも情報の収集や提供など、当事者活動へ
の各種支援の充実に取り組みます。

3-(4)-4

障害のある人の生活の向上や、権利擁護にとって重要なピ
アカウンセリングやセルフヘルプ活動を支援します。
また、障害のある人やその家族によるボランティア活動に対
する支援や障害のある人を支える人材の育成が行えるよう
環境整備に努めます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

分野４．
教育の振興（インクルーシブ教育システムの推進）

９．教育の振興

分野目標

障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが相互に
人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障害の有
無にかかわらず、可能な限り共に教育を受けることのできる
仕組みを構築するとともに、障害に対する理解を深めるた
めの取り組みを推進します。
また、障害のある人が社会においてその能力を発揮し、自
己実現を図ることができるよう、障害のある人が学校教育の
みならず生涯にわたってその年齢、能力、障害の特性等を
踏まえた教育を受けられるように取り組みます。

障害の有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に
人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障害の有
無にかかわらず、可能な限り共に教育を受けることのできる
仕組みを構築するとともに、障害に対する理解を深めるた
めの取組を推進する。また、高等教育における障害学生に
対する支援を推進するため、合理的配慮の提供等の一層
の充実を図るとともに、障害学生に対する適切な支援を行う
ことができるよう環境の整備に努める。さらに、障害者が、
学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追
求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送るこ
とができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の
様々な機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合的
に推進するとともに、共生社会の実現を目指す。

（１） インクルーシブ教育システムの推進 （１）インクルーシブ教育システムの推進

4-(1)-1

インクルーシブ教育の理念を踏まえ、障害の有無にかかわ
らず、子どもたちが同じ場でともに学べるように努めるととも
に、個別の教育的ニーズのある子どもたちに対して、自立と
社会参加を見据えて、その時点において教育的ニーズに
もっとも的確に応える指導を提供できるよう、小・中学校にお
ける通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支
援学校といった連続性のある多様な学びの場を整備しま
す。

4-(1)-2

「北九州市特別支援教育推進プラン」に示すとおり、一人ひ
とりに着目した連続性のある指導・支援の充実に向け、医
療・保健・福祉等の関係機関との連携を図ります。
また、それぞれの「学びの場」における指導・支援のあり方
について教職員や保護者に対し助言を行うことによって、よ
り一層の特別支援教育の充実に努めます。

全ての学校における特別支援教育の充実を通じて、障害の
ある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢
を増やし、障害の有無にかかわらず可能な限り共に教育を
受けられるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズ
に量も的確に応える指導を受けることのできる、包容する仕
組みの整備を推進する。。9-(1)-2

インクルーシブ教育システムにおいては、障害のある子ども
とない子どもができるだけ同じ場で学ぶことを追求するとと
もに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、教育
的ニーズに最も的確にこたえる指導を提供できる多様で柔
軟な仕組みを整備することが重要です。また、子ども一人一
人の学習権を保障する観点から、通常の学級、通級による
指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のあ
る「多様な学びの場」を用意しておくことが必要です。
今後、中央教育審議会の意見等に基づく国の動向を踏まえ
ながら、インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支
援教育のあり方について、引き続き検討します。
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

4-(1)-3

障害のある子どもの就学先は、本人・保護者に対して十分
に情報を提供するとともに、子ども一人ひとりの障害の状
態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医
学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況
等を踏まえた総合的な観点から検討し、教育支援委員会と
保護者が建設的対話による合意形成を図ったうえで適切に
決定します。
また、障害のある子どもたちの発達の程度、適応の状況等
に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、関
係者への周知を図ります。

幼児、児童、生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、教育
的、心理的、医学的観点から、専門家と保護者とで相談しな
がら適切な就学先を決定します。

障害のある児童生徒の就学先決定に当たっては、本人・保
護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を
最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学
校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行
うことを原則とするとともに、発達の程度や適応の状況等に
応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き
続き、関係者への周知を行う。9-(1)-4

4-(1)-4

障害のある子どもたちに対する合理的配慮の提供にあたっ
ては、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮す
るとともに、一人ひとりの障害の状態や教育的ニーズ等に
応じて学校と本人・保護者間で建設的な対話による合意形
成を図った上で決定し、その内容を個別の教育支援計画へ
明記します。
また、合理的配慮は、障害のある子どもたちの状況に応じ
て適切に提供されることが望ましいことを、個別の就学相談
等での面談や広報等によって、保護者や関係者に対して周
知します。

各学校における障害のある幼児児童生徒に対する合理的
配慮の提供に当たっては、情報保障やコミュニケーションの
方法について配慮すると共に、幼児児童生徒一人一人の障
害の状態や教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人・
保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供
されることが望ましいことを引き続き周知する。9-(1)-6

4-(1)-5

校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーター
を中心とした校内支援体制を構築します。
また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、
看護師、ＳＴ（言語聴覚士）、ＯＴ（作業療法士）、ＰＴ（理学療
法士）等の外部専門家及び学校支援講師等の活用を図るこ
とで、学校が組織として、障害のある子どもたちの多様な
ニーズに応じた支援を提供します。

校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーター
を中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカ
ウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、ＳＴ（言
語聴覚士）、ＯＴ（作業療法士）、ＰＴ（理学療法士）等の専門
家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、学校が組
織として、障害のある児童生徒の多様なニーズに応じた支
援を提供できるよう促す。
9-(1)-5

障害のある子どもに早い時期から関わり、早期発見の取り
組みを強化するとともに、相談支援機関の連携強化など、
必要な相談・支援ができる体制を確保します。

障害のある子どもの施策を考えていく中で、インクルーシブ
教育の理念を踏まえ、福祉・教育の連携による一貫した支
援体制の仕組みを構築し、ライフステージを通じた情報の共
有化、重層的な支援に努めます。

4-(1)-6

早期のうちに障害に気づき、適切な支援につなげるため、
心身の発達が気になる子どもに早い時期から関わり、早期
発見の取り組みを強化するとともに、医療・保健・福祉等と
の連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診
断の結果等を踏まえ、障害の有無に関わらず、本人や保護
者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図りま
す。

早期のうちに障害に気付き、適切な支援につなげるため、
医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診
査や就学時の健康診断の結果等を踏まえ、本人や保護者
に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図る。9-
(1)-11
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

適切な指導や必要な支援を行うため個別の教育支援計画
を作成し、その活用に向けた研修を充実させます。

障害のある子どもに対して適切な療育や指導を実施するに
は、長期的・短期的な目標を掲げ、障害特性や生育歴・療
育歴などに配慮した援助が必要であるため、幼児期や学齢
期を通じた一貫した支援体制の構築に努めます。

4-(1)-8

本人や保護者等から相談を受け、関係機関との連携が必
要なケースについては校内支援委員会を中心とした、子ど
もたちに対する支援の検討会議を開催し、個別の教育支援
計画等に基づく関係機関との連携や支援の充実を図りま
す。

発達障害のある子どもや保護者等から相談を受け、特に関
係機関との連携が必要なケースについては、個別支援計画
に基づく関係機関の連携が必要なため、処遇検討会議を開
催します。

― × 福祉、労働などとの連携の下、障害のある児童生徒のキャ
リア教育や就労支援の充実を図る。9-(1)-10

― ×

あわせて、「いじめの防止等のための基本的な方針」を踏ま
え、障害のある児童生徒がかかわるいじめの防止や早期発
見等のための適切な措置を講じるとともに、学校の教育活
動全体を通じた障害者理解や交流及び共同学習の一層の
推進を図り、偏見や差別を乗り越え、障害の有無等にかか
わらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す。9-
(1)-3

― ×

平成29年３月の義務標準法（公立義務教育緒学校の学校
編成及び教職員定数の標準に関する法律（昭和33年法律
第116号）をいう。）の改正により、小・中学校における通級
指導担当教員に係る定数が基礎定数化されたことや、高等
学校においても通級による指導が行えるようになったことを
踏まえ、通級による指導がより一層普及するよう努める。9-
(1)-9

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体
的な取組を支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備
を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活
用を通じて、特別支援学校のみならず、幼稚園、小・中学
校、高等学校等（以下、全ての学校）に在籍する障害のある
幼児児童生徒が合理的配慮の提供を受けながら、適切な
指導や必要な支援を受けられるようにする。9-(1)-1

4-(1)-7

障害のある子どもに対して適切な療育や指導、必要な支援
を行うため個別の教育支援計画を作成するとともに、個別
の教育支援計画等に基づく幼児期や学齢期を通じた一貫し
た支援を行います。
また、教育支援計画の内容が次の就学先や就労先等に正
しくかつ確実に繋がるよう、その必要性や有効性について
教職員に対する研修の中で周知します。
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 教育環境の整備 （２）教育環境の整備

4-(2)-1

市立の学校施設については、今後も多様化する教育環境
のニーズにこたえるため、校舎等の施設・設備の整備充実
に努め、バリアフリー化を推進するとともに、特別支援学校
の教室不足解消に向けた取り組み等を推進し、教育環境の
維持改善を図ります。

学校施設のバリアフリー化や特別支援学校の教室不足解
消に向けた取組等を推進する。9-(2)-5

通常の学級における特別支援教育の体制整備や地域にお
ける障害のある幼児児童生徒の支援強化に資するよう、特
別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとして
の機能を充実する。9-(2)-2

障害により特別な支援を必要とする幼児児童生徒は、全て
の学校、全ての学級に在籍することを前提に、全ての学校
における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、全て
の教員が障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性
を深める取組を推進する。9-(2)-1

4-(2)-4

　在籍児童数の多い市立小・中学校の自閉症・情緒障害の
特別支援学級に学校支援講師を配置し、教育的ニーズに
応じた指導・支援の充実を図るとともに、特別支援学級担任
が特別支援教育コーディネーターとしての役割を発揮できる
ような環境を整えます。

通常学校に在籍する障害のある児童生徒の支援における
特別支援教育支援員の役割の重要性に鑑み、各地方公共
団体における特別支援教育支援員の配置の促進を図る。
9-(2)-3

4-(2)-2

特別支援教育に関する教職員の専門性の確保、指導力の
向上を図るため、特別支援学校の地域における特別支援
教育のセンターとしての機能の充実を図るとともに、専門機
関との連携を強化し、通常の学校における特別支援教育の
体制整備の促進に努めます。

4-(2)-3

全ての教員を対象とした特別支援教育に対する理解を深め
る研修を充実させるとともに、特別支援教育担当者や特別
支援教育コーディネーター（特別支援教育を推進する教員）
等を対象に実践的な研修を実施します。
また、教育的ニーズに応じた特別支援教育支援員や外部人
材の配置について検討を行います。
さらに、必要に応じて臨床心理士等の外部専門家を特別支
援学校、特別支援学級等に派遣し、教員の専門性の向上を
図ります。

すべての市立幼稚園、小・中学校等の特別支援教育コー
ディネーター（特別支援教育を推進する教員）や教職員を対
象に実践的な研修を実施します。
また、特別支援教育支援員や外部人材の配置について検
討を行います。
さらに、必要に応じて、外部専門家を特別支援学校、特別支
援学級等に派遣し、教員の専門性の向上を図ります。

特別支援学校、特別支援学級の教員については、特別支
援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別
支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進、専門性の向
上のための施策を進める。9-(2)-1
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

4-(2)-5

市立特別支援教育相談センターでは、併設の市立総合療
育センターと連携しながら、特別な支援を必要とする子ども
たちやその保護者、学校等へ専門的な支援を行います。
また、各学校等において教員等に指導や助言を行う巡回相
談等を実施し、多様化する教育的ニーズや教育相談に対応
します。

特別支援教育相談センターは各学校を巡回し教員等に指
導や助言を行う巡回相談を実施していますが、必要に応じ
て総合療育センターと連携し、医学的立場からの支援を行
います。

4-(2)-6

市立小学校で行われている障害のある子どもと障害のない
子どもとの交流及び共同学習を継続的に行うとともに、教職
員がさらに人権についての意識を高め、子どもたちに対して
適切な指導ができるよう、研修会などを実施し、人権教育の
充実を図ります。

4-(2)-7
障害のある子どもに対する指導方法に関する調査・研究を
推進するとともに、研究成果の普及を図ります。

4-(2)-8

障害のある児童生徒の教育機会の確保や自立と社会参加
の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、コ
ミュニケーション情報通信技術（ＩＣＴ）の活用も含め、障害の
ある児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズに応じた教科
書、教材、支援機器等の活用を促進します。
また、情報通信技術を活用した分かりやすい授業モデル
や、教員がＩＣＴを活用した教育を行うスキルを身に付けるた
めの研修モデルの確立を図る研究を行います。

障害のある児童生徒の教育機会の確保や自立と社会参加
の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、コ
ミュニケーションICTの活用も含め、障害のある児童生徒一
人一人の教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等
の活用を促進する。9-(2)-4

4-(2)-9
教育センターや視聴覚センターと連携して、視聴覚教材を含
む電子出版に関する情報を学校・園へ提供するとともに、そ
の活用について周知を図ります。

電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の
出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡
大に資すると期待されることから、アクセシビリティに配慮さ
れた電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、教育
における活用を図る。2-(2)-4

4-(2)-10

障害のある生徒の高等学校への就学を促進するため、入
学試験において通常の方法により受験することが困難と認
められる生徒については、個別の教育支援計画等に基づ
き、適切な配慮の充実を図ります。

障害のある児童生徒の後期中等教育への就学を促進する
ため、個別のニーズに応じた入学試験における配慮の充実
を図る。9-(1)-8

― ×
医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や長期入院を余儀
なくされている幼児児童生徒の教育機会を確保するための
施策の充実に努める。9-(1)-7
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） 高等教育における支援の推進 （３）高等教育における障害学生支援の推進

4-(3)-1

市立大学が提供する様々な機会において、障害のある学生
が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等におけ
る情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に
関する配慮等を推進するとともに、施設のバリアフリー化を
推進します。

大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が
障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における
情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に関
する配慮等及び施設のバリアフリー化を促進する。9-(3)-1

4-(3)-2

障害のある学生一人ひとりの個別のニーズを踏まえた建設
的対話に基づく支援を促進するため、市立大学における相
談窓口の統一や支援人材の養成・配置などの支援体制の
整備を推進するとともに、障害のある学生への修学支援{こ
関する先進的な取り組みを支援し、大学間連携等の支援担
当者間ネットワークの構築を推進します。

障害のある学生一人一人の個別のニーズを踏まえた建設
的対話に基づく支援を促進するため、各大学等における相
談窓口の統一や支援担当部署の設置、支援人材の養成・
配置など、支援体制の整備や、大学間連携等の支援担当
者間ネットワークの構築を推進する。9-(3)-2

4-(3)-3

市立大学において、障害のある学生の就職を支援するた
め、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生
への支援を行う部署等の連携を図り、学外における、就職・
定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携
やネットワークづくりを推進します。

障害のある大学生の就職を支援するため、学内の修学支
援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部
署等の連携を図り、学外における、地域の労働・福祉機関
等就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等と
の連携やネットワークづくりを促進する。9-(3)-3

4-(3)-4

市立大学において、障害のある学生の支援について理解促
進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々
な機会を通じた情報提供、教職員に対する研修等の充実を
図ります。

障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行う
ため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報
提供、教職員に対する研修等の充実を図る。9-(3)-4

障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価
するため、大学等の入試や単位認定等の試験における適
切な配慮の実施を促進する。9-(3)-6

4-(3)-5
障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価
するため、市立大学の入試や単位認定等の試験における
適切な配慮を推進します。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

4-(3)-6
市立大学の入試における配慮の内容、施設のバリアフリー
化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある
学生の受入れ実績等に関する情報公開を推進します。

大学等の入試における配慮の内容、施設のバリアフリー化
の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある学
生の受入れ実績等に関する大学等の情報公開を促進す
る。9-(3)-7

― ×
大学入試センター試験において実施されている障害のある
受験者の配慮については、障害者一人一人のニーズに応じ
て、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及び大学関
係者に対し、配慮の取組について、一層の周知を図る。9-
(3)-5
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（４） 就学前から学齢期・卒業後までの切れ目のない支
援

（４）生涯を通じた多様な学習活動の充実

障害のある子どもに対して適切な療育や指導を実施するに
は、長期的・短期的な目標を掲げ、障害特性や生育歴・療
育歴などに配慮した援助が必要であるため、幼児期や学齢
期を通じた一貫した支援体制の構築に努めます。

乳幼児期・学齢期・成年期・高齢期を通じた一貫した支援を
行います。

個人情報に配慮した相談機関同士の相談記録の共有シス
テムを構築します。

特別な支援を要する児童が小学校や特別支援学校に入学
する際、幼稚園・保育所等や障害児施設から必要な情報が
引き継がれるよう、相互の連絡体制の確保や情報共有機能
の強化を図ります。

障害のある子どもが、あるステージから次のステージへ移
行する際、受け入れる機関が必要とする情報をスムーズに
得られるシステムを構築するため、個人情報の保護に十分
に配慮しながら、情報の共有化を目的とした様式の統一
化、サポートファイルとの連携等について検討します。

発達障害のある子どものプロフィール、総合療育センターな
どでの支援内容等を保護者が書き綴り、関係機関（医師、
学校の教師等）に提示できるサポートファイルを、関係機関
との連携や移行をスムーズに行うためのツールとして活用
します。

4-(4)-4
障害のある子どもへの支援に関する先進的な事例の収集
を行うとともに、関係者に対して情報提供を行います。

現在、市内東部の小倉南区春ヶ丘地区及び西部の若松区
小池学園敷地内にある発達障害者支援センター「つばさ」の
機能の強化を図ります。
本センターでは、高校・大学等をはじめ、成人期における当
事者やその家族に対する支援を強化します。

発達障害者に対する専門的な助言などを通じて、学校卒業
後の就労場所や居場所の拡大などを進め、本人の生きづら
さや家族が抱える負担の軽減を図ります。

障害者が就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受
けられるよう、幼児児童生徒 の成長記録や指導内容等に
関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて
関係機関間で共有・活用するため、保護者の参画を得つ
つ、医療、保健、福祉、労働等との連携の下、個別の指導
計画や個別の教育支援計画の策定・活用を促進する。9-
(1)-12

4-(4)-3

障害のある子どもや医療的ケアの必要な子どもが、あるス
テージから次のステージへ移行する際、受け入れる機関が
必要とする情報を円滑に得られるシステムを構築するため、
個人情報の保護に十分に配慮しながら、情報の共有化を目
的とした様式の統一化や、サポートファイルの活用等を推進
します。

4-(4)-5

市内に２箇所ある発達障害者支援センター「つばさ」の訪問
支援（アウトリーチ）機能の強化を図るなど、発達障害のあ
る人やその家族に対する支援を推進します。
また、発達障害のある人に対する専門的な助言などを通じ
て、学校卒業後の就労場所や居場所の拡大などを進め、本
人の生きづらさや家族が抱える負担の軽減を図ります。

4-(4)-2

特別な支援を必要とする子どもが、就学前から卒業後まで
切れ目ない指導・支援を受けられるよう、保護者の参画のも
と個別の教育支援計画を作成し、保護者の同意を得て必要
に応じて関係機関間でその情報を共有・活用します。
また、個別の教育支援計画の効果的な活用のための体制
整備と周知に努めます。

4-(4)-1

障害のある子どもに対して適切な療育や指導を実施するた
め、幼児期や学齢期等を通じた一貫した支援体制の構築に
努めるとともに、医療・保健・福祉・雇用等との連携の下、相
互の連絡体制の確保や情報共有機能の強化を図ります。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

分野５．
就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進

８．雇用・就業、経済的自立の支援

分野目標

障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むため
には就労が重要であるとの考え方の下、働く意欲のある障
害のある人がその適性に応じて能力を十分に発揮すること
ができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、一般
就労が困難である障害のある人に対しては福祉的就労の
底上げにより工賃の水準の向上を図るなど、総合的な支援
を推進する。
また、雇用・就業の促進に関する施策との適切な組み合わ
せの下、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により
障害のある人の経済的支援を推進する。

障害者が地域で質の高い自立した生活を営むためには就
労が重要であるとの考え方の下、働く意欲のある障害者が
その適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、
多様な就業の機会を確保するとともに、一般就労が困難な
者に対しては福祉的就労の底上げにより工賃の水準の向
上を図るなど、総合的な支援を推進する。
また、雇用・就業の促進に関する施策との適切な組み合わ
せの下、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により
障害者の経済的自立を支援する。

（１） 総合的な就労支援 （１）総合的な就労支援

障害者しごとサポートセンターを中心に、就労移行支援事業
所等及び特別支援学校などの教育機関とのネットワークを
構築し、福祉・教育から雇用への移行を一層推進します。

障害者しごとサポートセンターを就労支援の中核として位置
づけ、ハローワークや障害者職業センター、特別支援学校
や就労移行支援事業所及び事業主などとの連携のもと、就
労前訓練から就職後の職業生活に至るまで、障害種別に
関わらず支援し、就職を目指す障害のある人及び雇用する
企業の双方が、安心して就職・雇用できる環境を整えます。

5-(1)-2

地域における雇用、福祉、教育等の関係機関が連携の強
化を図りながら、障害のある人向けの職業訓練を推進する
とともに、障害のある人の職業能力の開発・向上の重要性
に対する企業や市民の理解を高めるための啓発に努めま
す。

障害者職業能力開発校における障害の特性に応じた職業
訓練、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施
するとともに、一般の公共職業能力開発施設において障害
者向けの職業訓練を実施するほか、民間教育訓練機関等
の訓練委託先を活用し、障害者の身近な地域において障害
者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。また、障害
者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国
民の理解を高めるための啓発に努める。8-(1)-7

5-(1)-1

北九州障害者しごとサポートセンターを中心に、ハローワー
クや福岡障害者職業センターなど国が設置する機関、障害
福祉サービス事業所及び特別支援学校などの教育機関が
緊密に連携しながら、障害のある人それぞれの適性や職業
能力に応じた就労支援に取り組みます。
また、福祉・教育等から雇用への移行を一層推進するととも
に、就職を目指す障害のある人及び雇用する企業の双方
が、安心して就職・雇用できる環境を整えます。

福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハ
ローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活
支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携し
て、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の
職場定着支援までの一貫した支援を実施する。8-(1)-1
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

5-(1)-3

障害のある生徒が学校卒業後、障害の特性に応じた地域
生活や就労など自立した生活へ円滑に移行できるよう、特
別支援学校中学部・高等部の生徒一人ひとりが得意なこと
を生かせる職場実習先や就労先の開拓に努めます。
また、就労までの間に基本的生活習慣を十分に身に付けら
れるよう、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の
充実を図るとともに、進路の決定過程の早い段階におい
て、福祉・就労など関係機関が連携し協力できる体制を構
築します。

卒業後、障害の特性に応じた地域生活、就労などへの円滑
な移行を推進するため、特別支援学校中学部、高等部の進
路の決定過程の早い段階において、福祉、就労など関係機
関の協力を得る支援体制の構築を図ります。

― × ハローワークにおいて、障害の種類・程度に応じたきめ細か
な職業相談・紹介、職場適応指導等を実施する。8-(1)-2
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 障害者雇用の促進 （３）障害者雇用の促進

就労移行支援事業所等において、一般就労をより促進する
ため、積極的な企業での実習や求職活動の支援（施設外支
援）等の推進を図る。8-(1)-8

障害者雇用への不安を解消するため、トライアル雇用の推
進等の取組を通じて、事業主の障害者雇用への理解の促
進を図る。8-(1)-3

障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に、引
き続き、障害者雇用の促進を図る。平成25（2013）年の障害
者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化
（平成30（2018）年４月施行）されたことも踏まえ、精神障害
者の雇用の促進のための取組を充実させる。8-(3)-1

障害のある人の企業への雇用を推進するため、障害者雇
用促進面談会及び雇用促進セミナーを開催するとともに、
啓発冊子の作成・交付などにより、法定雇用率未達成の企
業に対する啓発を強化します。

障害者雇用ゼロ企業をはじめ、法定雇用率を達成していな
い民間企業については、公共職業安定所（ハローワーク）に
よる指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取組を進
める。また、国の機関においては、民間企業に率先垂範し
て障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、法定雇用
率の完全達成に向けて取り組むなど、積極的に障害者の雇
用を進める。8-(3)-2

5-(2)-3

障害のある人を雇用する企業の先進的な取り組み等の情
報を収集するとともに、 障害のある人の雇用に関するノウ
ハウの提供等に努めます。
また、新たに障害のある人を雇用する企業を開拓するなど、
障害のある人の雇用の更なる拡大を目指します。

障害者を一定期間雇用し、適性や業務遂行能力等を見極
める「トライアル雇用」や、雇用助成金、職場定着支援などを
実施している国等の機関と連携を図りながら、「北九州障害
者しごとサポートセンター」を拠点とする障害者の就労支援
ネットワークを活用し、障害者を雇用する企業の誘致や、市
役所における職場実習機能の充実等の取り組みを通じ、障
害者雇用の更なる拡大を目指します。

5-(2)-4

国の各種助成金制度の活用等を周知するとともに、雇用分
野における障害を理由とする差別の禁止及び障害のある人
が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理
的配慮の提供義務）について企業に対する啓発を行い、障
害のある人もない人もともに働く職場環境の実現を目指しま
す。

国の施策に基づく各種助成金制度の活用等を周知するとと
もに、就労上の障壁の除去について、その負担が加重でな
いときには合理的配慮を行うよう企業に働きかけます。

障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金
制度を活用し、障害者を雇用する企業に対する支援を行う。
あわせて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努め
る。8-(1)-4

5-(2)-2

5-(2)-1

企業による障害のある人の雇用を促進するため、障害者雇
用促進面談会及び雇用促進セミナーの開催や啓発冊子の
配布などにより、法定雇用率を達成していない民間企業は
もちろんのこと、広く障害のある人の雇用に対する理解促進
に取り組みます。

一般就労を希望する障害のある人に対し、企業等での就労
に繋ぐ就労移行支援事業所等において、障害のある人の態
様に応じた多様な職業訓練を実施するとともに、企業での
実習や求職活動の支援等の推進を図り、一般企業への就
労を促進します。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

特例子会社制度等を活用し、引き続き、障害者の職域の拡
大及び職場環境の整備を図るとともに、いわゆるダブルカ
ウント制度等により、引き続き、重度障害者の雇用の拡大を
図る。8-(3)-3

障害者の就労の推進について、経済団体や地元主要企業
等との意見交換の場を設けるなど、経済界との連携を深め
る仕組みについて検討します。

市役所において、知的障害のある人の職場実習等を行うこ
とにより、企業等への就職に向けた実務訓練の機会の確
保・充実を図ります。

一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省
において知的障害者等を雇用し、１から３年の業務を経験
するチャレンジ雇用を実施する。8-(3)-4

― ×
都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防
止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別
の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守
に向けた指導等を行う。8-(3)-5

― ×
都道府県労働局及びハローワークにおいて、雇用分野にお
ける障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に
係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を
行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停
等の紛争解決援助を行う。［再掲］8-(3)-6

市の職場での就業機会を創出し、障害のある人を雇用し
て、障害のある人の就労及び職業的自立の促進と、障害の
ある人の就労に関しての啓発及び理解の促進を図ります。

5-(2)-6

重度障害のある人の雇用を促進するため、特例子会社制
度の周知等に努め、職域拡大及び職場環境の整備を進め
ます。

5-(2)-5
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） 障害特性に応じた就労支援
（４）障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機
会の確保

多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また、
採用後に障害を有することとなった者についても、円滑な職
場復帰や雇用の安定のための施策を講じる。8-(4)-1

職場への適応や定着が難しい発達障害のある人について、
ジョブコーチが職場を密に訪問して本人への指導・助言を行
うとともに、企業側に対しても、発達障害に関する理解を深
め、適切な対応がとられるよう具体的な説明・助言を行うな
ど、きめ細かな支援を図ります。

地域障害者職業センターにおいて、障害者に対する専門的
な職業リハビリテーションを行うとともに、事業主に対して雇
用管理に関する助言等の支援を行う。また、障害者の職場
への適応を促進するため、職場適応援助者（ジョブコーチ）
による直接的・専門的な支援を行うとともに、地域の就労支
援機関等に対し、職業リハビリテーションサービスに関する
技術的な助言・援助等を行い、地域における障害者の就労
支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。8-(1)-5

発達障害のある人の一般企業への就職や職場定着、中途
離職者の再就職を推進するため、相談支援機関、就労先等
と連携しながら、障害者しごとサポートセンターを中心とした
ジョブコーチ等による指導・助言などの就労支援を充実させ
ます。

北九州障害者しごとサポートセンターと連携しながら、精神
障害、発達障害等の特性に応じた多様な働き方を選択でき
る支援の充実・強化を図ります。
また、採用後に障害を有することとなった人についても、円
滑な職場復帰や雇用の安定のための策を講じます。

5-(3)-1
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

障害者を一定期間雇用し、適正や業務遂行能力等を見極
める「トライアル雇用」や、雇用助成金、職場定着支援などを
実施している国等の機関と連携を図りながら、「北九州障害
者しごとサポートセンター」を拠点とする障害者の就労支援
ネットワークを活用し、精神障害者・難病者・発達障害者の
就労支援の充実、就労後の定着支援機能の充実を図りま
す。

職場内で精神･発達障害のある同僚を温かく見守る精神･発
達障害者しごとサポーターの養成講座を開催するなどによ
り精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するととも
に、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実・強化を
通じて、精神障害者の雇用拡大と定着促進を図る。
精神障害者に対する就労支援に当たっては、就労支援機
関が医療機関と連携を図りつつ、「医療」から「雇用」への流
れを一層促進する。また、ハローワーク等において発達障
害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。8-
(4)-2

就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障害者
については、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う
就労定着支援により職場定着を推進する。8-(1)-8

障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の
関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センター
の設置の促進・機能の充実を図り、障害者に対し就業面及
び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また、地域
の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援
を実施する。8-(1)-6

― ×
短時間労働や在宅就業、自営業など障害者が多様な働き
方を選択できる環境を整備するとともに、ＩＣＴを活用したテ
レワークの一層の普及・拡大を図り、時間や場所を有効活
用できる柔軟な働き方を推進する。8-(4)-3

― × 障害者の就労訓練及び雇用を目的とした福祉農園の整備
を推進する（「農」と福祉の連携プロジェクト）。8-(4)-5

― ×
農業に取り組む障害者就労施設等に対する情報提供、６次
産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を
推進する。8-(4)-6

障害のある人、特に精神障害・発達障害のある人や難病の
人が、一般就労に伴う生活面の様々な課題に対応できるよ
う、就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ、就業面及
び生活面からの一体的な相談支援を実施します。
また、事業所や家族との連絡調整等を進め、就労支援の充
実と就労後の定着支援等により雇用拡大と職場定着を促進
します。

5-(3)-2
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（４） 福祉的就労の底上げ （５）福祉的就労の底上げ

一般企業等への就労が困難な障害のある人の働く機会を
確保するため、障害者自立支援法に基づく就労継続支援事
業所等の充実を図ります。

小規模共同作業所については、障害者総合支援法におけ
る事業（障害福祉サービス事業など）への移行を促進しま
す。

小規模共同作業所については、障害者自立支援法におけ
る事業（地域活動支援センターなど）への移行を促進すると
ともに、新しい事業体系に移行しない作業所に対しても、地
域に開かれた社会資源の一つとして柔軟かつ多面的な活
用ができるよう支援します。

また、障害のある人を支援する施設や事業所等に対する業
務の委託、就労移行支援事業を行う事業者相互の情報交
換会の実施、製品の受注の働きかけや啓発活動、起業を希
望する人への情報提供などにも引き続き取り組みます。

5-(4)-4

障害者優先調達推進法に基づく北九州市の物品等調達方
針に基づき、障害者就労施設等の物品・サービスの情報提
供の充実や購入しやすい仕組みづくり等、市役所全体で調
達の推進に取り組みます。

調達方針に基づき、障害者就労施設等の物品やサービス
の情報提供の充実や購入しやすい仕組みづくり等、市役所
全体で調達の促進に取り組みます。

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進
等に関する法律（平成24年法律第50号。以下「障害者優先
調達推進法」という。）に基づき、障害者就労施設等の提供
する物品・サービスの優先購入（調達）を推進する。8-(4)-
4,8-(5)-2

引き続き、障害者自立支援ショップ、小倉北区の「一丁目の
元気」や八幡西区の「元気っちゃ！」を支援します。

障害のある人を雇用する第三セクターへの出資をはじめ、
障害者自立支援ショップ「一丁目の元気」を開設している法
人などへの助成を行います。

一般企業への就労が困難な障害のある人が働く障害者就
労施設等で製作された商品の販売を促進するとともに、障
害者就労施設等で製作された商品の販売を通して、障害の
ある人の工賃アップや社会参加の促進等に取り組む障害者
自立支援ショップを支援します。

5-(4)-5

今後も「北九州ＮＵＫＵＭＯＲＩプロジェクト推進事業」を継続
して実施し、障害者就労施設間の連携強化、魅力ある商品
開発、受発注業務や販路の拡大・開拓等を行う共同受注窓
口の設置など、障害者就労施設等の支援の充実に取り組
みます。

5-(4)-2

5-(4)-1

一般企業への就労が困難な障害のある人を雇用し、生活
指導、健康管理等に配慮した環境の下で、社会的自立を促
進することを目的とする就労継続支援Ａ型事業所の設置を
促進するとともに、就労継続支援Ｂ型事業所等の福祉的就
労の場の確保に努めます。
また、企業に対して、障害のある人の就労に関する理解を
広め、就労継続支援事業所等の利用を促進します。

障害者就労施設等の経営力強化に向けた支援や共同受注
化の推進等、施設を利用する障害のある人の工賃アップに
向け、市役所内に設置する北九州共同受注センターを拠点
として、官民一体となった取り組みを推進するなど福祉的就
労の底上げを図ります。

5-(4)-3

事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進
等、就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃の向上に向
け、官民一体となった取組を推進する。またなど、就労継続
支援Ａ型事業所における就労の質を向上させるため、平成
29年4月に改正した障害者総合支援法に基づく指定障害福
祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年厚生労働省令第171号）の内容を徹底するととも
に、障害者の賃金の向上を図る。8-(5)-1
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（５） 経済的支援の推進 （２）経済的自立の支援

5-(5)-1

障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むことが
できるよう、雇用・就業（自営業を含む。）の促進に関する施
策との適切な組み合わせの下、年金や諸手当を適切に支
給します。
また、年金や諸手当の受給資格を有する障害のある人が、
制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取
ることができないことのないよう、制度の周知に取り組みま
す。

障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができる
よう、雇用・就業（自営業を含む。）の促進に関する施策との
適切な組み合わせの下、年金や諸手当を支給するととも
に、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福
祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援
制度を運用し、経済的自立を支援する。また、受給資格を有
する障害者が、制度への理解が十分でないことにより、障
害年金を受け取ることができないことのないよう、制度の周
知に取り組む。
さらに、年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所
得保障の充実を図るとともに、障害者の所得状況を定期的
に把握する。8-(2)-1

5-(5)-3
精神障害のある人への公共交通機関運賃割引の実現に向
けて、引き続き国や交通事業者等への働きかけを続けま
す。

精神障害のある人への公共交通機関運賃割引の実現に向
けて、引き続き国や交通事業者等への働きかけを続けま
す。

― ×
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
（平成16年法律第166号）に基づき、同法にいう特定障害者
に対し、特別障害給付金を支給する。8-(2)-2

5-(5)-2
障害者による国や政府関係法人が所有・管理する施設の
利用等に当たり、その必要性や利用実態を踏まえながら、
利用料等に対する割引・減免等の措置を講ずる。8-(2)-3

障害のある人が市等が運営している施設や公共交通機関
を利用する際に、その必要性や利用実態を踏まえながら、
利用料や運賃等に対する割引・減免等の措置を講じます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

分野６．
文化芸術活動・スポーツ等の振興

１０．文化芸術活動・スポーツ等の振興

分野目標

全ての障害のある人の芸術及び文化活動への参加を通じ
て、障害のある人の生活を豊かにするとともに、市民の障害
への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の
促進に寄与します。
また、レクリエーション活動等を通じて、障害のある人等の
体力の増強や交流、余暇の充実等を図るとともに、障害者
スポーツの一層の普及に努めます。

全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障
害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と
認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与する。
また、レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力の増
強や交流、余暇の充実等を図る。さらに、地域における障害
者スポーツの一層の普及に努めるとともに、競技性の高い
障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。

（１） 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実
に向けた社会環境の整備

（１）文化芸術の振興、余暇・レクリエーション活動の充
実に向けた社会環境の整備

6-(1)-1

障害のある人が、文化芸術活動に親しむことができる環境
整備を進めるとともに、障害のある人のニーズに応じた文化
芸術活動に関する人材の養成、相談体制の整備、関係者
のネットワークづくり等の取り組みを行い、障害の有無にか
かわらず、文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取
り組みます。
特に、障害のある人の文化芸術活動に対する支援や、障害
のある人の優れた芸術作品の展示等の推進を図ります。

障害の有無に関わらず、誰もが豊かで潤いのある暮らしが
できるように、身近な地域で気軽にスポーツやレクリエー
ション、芸術・文化・余暇活動等を楽しめる環境整備を行い
ます。

障害者が地域において文化芸術活動に親しむことができる
施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応
じた文化芸術活動に関する人材の養成、相談体制の整備、
関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無に
かかわらず文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取
り組む。特に、障害者の文化芸術活動に対する支援や、障
害者の優れた芸術作品の展示等の推進を図る。10-(1)-2

6-(1)-2

全ての障害のある人の文化及び芸術活動への参加を通じ
て障害者の生活を豊かにするとともに、市民の障害への理
解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に
寄与するため、北九州市障害者芸術祭を開催し、障害のあ
る人の文化芸術活動の普及を図ります。

全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて障害
者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認
識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与するた
め、障害者芸術・文化祭を開催し、障害者の文化芸術活動
の普及を図る。また、民間団体等が行う文化芸術活動等に
関する取組を支援する。10-(1)-4

6-(1)-3

障害者福祉会館などで開催している各種講座の充実を図る
とともに、関係団体などと連携しながら、文化・芸術活動の
場や成果発表の機会の確保に努めます。
また、民間団体等が行う文化芸術活動等に関する取り組み
を支援します。

障害者福祉会館などで開催している各種講座の充実を図る
とともに、関係団体などと連携しながら、芸術・文化活動の
場や成果発表の機会の確保に努めます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

6-(1)-4

レクリエーション活動等を通じて、障害のある人等の体力増
強、交流、余暇等に資するため、各種レクリエーション教室
や大会・運動会などを開催し、障害のある人等が社会参加
活動を行うための環境の整備や必要な支援を行います。

障害者団体等が実施しているレクリエーション・余暇活動な
どを支援します。

レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交
流、余暇等に資するため、各種レクリエーション教室や大
会・運動会などを開催し、障害者等が社会参加活動を行う
ための環境の整備や必要な支援を行う。10-(1)-6

― ×
国立博物館、国立美術館、国立劇場等における文化芸術
活動の公演、展示等において、字幕や音声案内サービスの
提供等、障害者のニーズに応じた工夫・配慮が提供される
よう努める。10-(1)-3

― ×
文化芸術振興費補助金において、聴覚に障害のある方々
のためのバリアフリー字幕及び視覚に障害のある方々のた
めの音声ガイド制作支援を行うことにより、我が国の映像芸
術の普及・振興を図る。10-(1)-5

― × 新たな障害者スポーツセンターを、障害のある人のスポー
ツや芸術文化活動の拠点として利用できる施設にします。

6-(1)-5

特別支援学校において、一流の文化芸術活動団体による
実演芸術の公演や、芸術家を派遣し、特別支援学校の子供
たちに対し質の高い文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供
するとともに、小・中学校等の子供たちに、障害のある芸術
家等を派遣し、文化芸術活動の機会の充実を図る。10-(1)-
1

障害のある子どもに、広く文化芸術に触れ親しむことができ
るよう、一流の文化芸術活動団体等による実演芸術の鑑
賞・体験等の機会を提供することで、障害のある子どもの生
きがいや生活の質の向上を図ります。
また、このような取り組みに対する教職員や保護者の理解
を一層推進するために、学校や家庭等への情報発信の充
実に努めます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） スポーツに親しめる社会環境の整備
（２）スポーツを楽しめる社会環境の整備、パラリンピッ
ク等競技スポーツに係る取組の推進

6-(2)-1

障害者スポーツは、リハビリテーションの手段としてはもとよ
り、健康を増進し、社会参加意欲を高め、ひいては、障害や
障害のある人に対する市民の理解を深めるものであり、今
後も障害者スポーツへの様々なニーズに対応できるよう取
り組みを推進します。

障害者スポーツは、リハビリテーションの手段としてはもとよ
り、健康を増進し、社会参加意欲を高め、さらには、障害や
障害のある人に対する市民の理解を深めるものとして普及
が図られ、大きな成果を上げてきましたが、今後も障害者ス
ポーツへの様々なニーズに対応できるよう取り組みを推進
します。

障害の有無に関わらず、誰もが豊かで潤いのある暮らしが
できるように、身近な地域で気軽にスポーツやレクリエー
ション、芸術・文化・余暇活動等を楽しめる環境整備を行い
ます。

障害者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・
設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じた
スポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を
行い、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる
環境づくりに取り組む。10-(2)-1

障害者スポーツセンターの整備をはじめ、障害のある人が
スポーツを楽しめる環境づくりに努めます。

新たな障害者スポーツセンターを、障害のある人のスポー
ツや芸術文化活動の拠点として利用できる施設にします。

6-(2)-3
障害者スポーツ大会の開催を通じて、障害者スポーツの普
及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取
り組みを支援します。

全国障害者スポーツ大会の開催を通じて障害者スポーツの
普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する
取組を支援する。特に、身体障害者や知的障害者に比べて
普及が遅れている精神障害者のスポーツの振興に取り組
む。10-(2)-2

6-(2)-4
障害の有無や程度、年齢、性別にかかわらず、誰もが一緒
に競技することのできる北九州市発祥の「ふうせんバレー
ボール」のさらなる普及・振興を図ります。

障害の有無や程度、年齢、性別にかかわらず、一緒に競技
することのできる北九州市発祥の「ふうせんバレーボール」
のさらなる普及・振興を図ります。

6-(2)-2

障害のある人のスポーツの拠点である北九州市障害者ス
ポーツセンター・アレアスの適切な運営を図るとともに、障害
のある人が地域においてスポーツに親しむことができる環
境整備を進めます。
また、障害のある人のニーズに応じたスポーツに関する人
材の養成及び活用の推進等の取り組みを行い、障害の有
無にかかわらず、スポーツを楽しめる環境づくりに取り組み
ます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

6-(2)-5

北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大
会を引き続き開催するとともに、障害者団体等が行っている
障害者スポーツを通じた国際協力の取り組みについて広く
市民に周知し、障害の理解や国際交流を促進します。

北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大
会を引き続き開催するとともに、障害者団体が行っている国
際協力の取り組みについて周知し、障害の理解や国際交流
を促進します。

文化芸術活動、スポーツ等の分野における障害者の国際
的な交流を支援する。また、スポーツ外交推進の観点から、
スポーツ外交推進事業を通じて、スポーツ選手や指導者等
の派遣・招へい、スポーツ器材輸送支援を推進する中で、
障害者スポーツに関しても選手及び関係者の招へいを実施
する。また、広報文化外交の観点から、障害者の文化芸術
活動を含む日本の多様な魅力の発信に努める。11-(4)-2

― ×
パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャ
ルオリンピックス世界大会等への参加の支援等、スポーツ
等における障害者の国内外の交流を支援するとともに、パ
ラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアス
リートの育成強化を図る。10-(2)-3

― ×
2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全
国的な祭典を開催することにより、2020年東京大会のレガ
シーとして地域の共生社会の拠点づくりを推進する。10-
(2)-4

6-(2)-6

2020年パラリンピック東京大会のキャンプ地誘致やパラリン
ピック関連プログラムを契機とした国際交流を推進し、大会
終了後も、レガシーとしてスポーツ・文化等の交流が継続・
発展するような事業を展開します。
また、パラリンピアンなどのトップアスリートの協力を得てス
ポーツイベントや講習会を開催し、障害者理解及び障害者
スポーツの振興を図ります。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） 多様な生涯学習の取り組み

6-(3)-1

障害のある人の生きがいづくりや社会参加に向け、障害の
ある人が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な
機会に親しむことができるよう、多様な学習活動を行う機会
を提供・充実します。

その他、障害者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化など
の様々な機会に親しむことができるよう、多様な学習活動を
行う機会を提供・充実する。9-(4)-5

6-(3)-2

地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子どもたちの成
長を支え、障害のある子どもたちが、文化・芸術、スポーツ
に取り組む機会を確保することにより、子どもたちの生きが
いや生活の資質の向上につなげていくことができるようにし
ます。
また、それらの活動を市民に発表する機会を積極的に作
り、障害のある子どもに対する理解の促進と他者との交流
の機会の確保につなげていきます。

地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長
を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援
学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供たちの放
課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等
の外部人材等の活用を促進する。9-(4)-2

6-(3)-3

市立図書館では、バリアフリーに対応した施設整備、郵送
貸出制度、大活字本の閲覧貸出、特別支援学校での読み
聞かせ等を実施するとともに、障害のある子どもたちについ
ても、特別支援学校との連携を深めながら、図書館サービ
スの向上に努めます。

公共図書館、学校図書館における障害者の読書環境の整
備を促進する。9-(4)-4

― ×

学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要
な力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学
習や支援の在り方等に関する研究や成果普及などを行い、
障害者の各ライフステージにおける学びを支援する。このこ
とを通じ、障害者の地域や社会への参加を促進し、共生社
会の実現につなげる。9-(4)-1

― × 放送大学において、障害のある学生の受入れを一層進め
る。9-(4)-3
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

分野７．
生活環境の整備（障害のある人に配慮したまちづくり）

１．安全・安心な生活環境の整備

分野目標

障害のある人が地域で安全に安心して暮らしていくことがで
きる生活環境の実現を図るため、社会的障壁の除去を通じ
て、障害のある人に配慮したまちづくりを総合的に推進しま
す。

障害者が地域で安全に安心して暮らしていくことができる生
活環境の実現を図るため、障害者が安全に安心して生活で
きる住環境の整備、障害者が移動しやすい環境の整備、ア
クセシビリティに配慮した施設等の普及促進、障害者に配
慮したまちづくりの総合的な推進等を通じ、障害者の生活環
境における社会的障壁の除去を進め、アクセシビリティの向
上を推進する。

（１） 住まい・住環境の整備 （１）住宅の確保

7-(1)-1

市営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則
とするとともに、既存の市営住宅のバリアフリー化改修を推
進します。
また、障害のある人に対する優先入居の実施や単身入居を
可能とするための取り組みを進めます。

障害のある人が、住み慣れた地域で安心して生活できるよ
うに、自宅の改修をはじめ、公共賃貸住宅や民間賃貸住宅
への入居を支援するとともに、グループホーム等の設置や
地域住民などへの啓発を推進します。なお、入所施設等で
の必要な支援についても継続します。

公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則
とするとともに、既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促
進し、障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。
また、障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能と
するための取組が地方において行われるよう、福祉部局と
住宅部局が連携して障害者に対する取組を進めていくよう
地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。1-(1)-1

障害のある人の地域での生活を支援するため地域移行支
援事業を実施し、住居の確保や相談に対応します。なお、
家賃保証事業会社と協定を結び、この事業の円滑な実施を
図ります。

7-(1)-2

障害のある人の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する
ために、賃貸人、障害のある人双方に対する情報提供等の
支援を行います。
また、一般住宅への入居が困難な障害のある人に対して、
入居支援や地域の支援体制に係る調整等を行い、障害の
ある人の地域生活を支援します。

7-(1)-3

全ての人にとって安全で安心して快適に生活できる仕様を
持つすこやか住宅の普及を促進するとともに、介護・福祉
サービス等と連携したサービス付き高齢者向け住宅等、高
齢者だけでなく障害のある人にも対応した多様な住宅供給
を促進します。

民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用した、障害者等の住
宅確保要配慮者向け住宅の登録制度等を内容とする新た
なセーフティネット制度を創設し、住宅の改修、入居者負担
の軽減等や居住支援協議会等の居住支援活動等への支
援を実施することにより、民間賃貸住宅等への円滑な入居
を促進する。1-(1)-2
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等
を促進するとともに、障害者の日常生活上の便宜を図るた
め、日常生活用具の給付又は貸与、及び用具の設置に必
要な住宅改修に対する支援を行う。1-(1)-3

地域で自立生活ができる場を確保するため、グループホー
ムや福祉ホーム等の整備を支援していくとともに、体験型グ
ループホーム事業を実施し、障害の特性に応じた利用促進
のための支援を行います。

医療的ケアが必要な人や強度行動障害などの重度の障害
のある人に対応できるケアホームへの支援を検討します。

災害時の避難等にあたっては、地域の人たちの協力が非常
に重要であるため、障害のある人や障害のある人を支援す
る施設、事業所等に対し、住民に最も身近な組織として、生
活に密着した地域活動に取り組んでいる自治会等への加
入などを促します。

今後、地域における避難支援の仕組みづくりを促進するた
め、地域ぐるみの防災ネットワークの構築に向けて、避難行
動要支援者等への情報提供や福祉避難所の活用、地域住
民による避難支援等についての助言を行うなど、地域にお
ける取り組みを支援します。

障害のある人の地域における居住の場の一つとして、日常
生活上の介護や相談援助等を受けながら共同生活するグ
ループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも
対応した体制の充実を図ります。

障害者の地域における居住の場の一つとして、日常生活上
の介護や相談援助等を受けながら共同生活するグループ
ホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した
体制の充実を図る。（略）1-(1)-4

障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することがで
きるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携
体制の構築を促進するとともに、建築基準法（昭和25 年法
律第201 号）、消防法（昭和23 年法律第186 号）の基準に
適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部
を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。1-
(1)-5

7-(1)-4

7-(1)-5

障害のある人の日常生活上の便宜を図るため、日常生活
用具の給付又は貸与、及び用具の設置に必要な住宅改修
に対する支援を行うとともに、重度障害のある人等がいる世
帯に対し、住宅を改修するための経費の一部を助成しま
す。

7-(1)-6

障害のある人が安心して障害福祉サービス等を利用するこ
とができるよう、障害福祉サービス事業者等に対し、建築基
準法、消防法の基準に適合させるための施設の改修等の
協議や必要に応じた指導を行い、防火安全体制の強化を図
ります。

災害時の避難等において、地域住民の協力が非常に重要
であるため、障害のある人や、障害福祉サービス事業所等
に対して、日頃から、住民に最も身近な組織として、生活に
密着した地域活動に取り組んでいる自治会等への加入等を
促します。
また、今後、地域における避難支援の仕組みづくりを促進す
るため、避難行動要支援者等への情報提供や地域住民に
よる避難支援等について、地域ぐるみの防災ネットワークの
構築に向けた助言を行うなど、地域における取り組みを支
援します。

7-(1)-7
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 移動しやすい環境の整備等 （２）移動しやすい環境の整備等

駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転落防
止設備の導入、障害者の利用に配慮した車両の整備のより
一層の促進等とあわせて、人的な対応の充実を図ること
で、公共交通機関のバリアフリー化を推進する。1-(2)-1

公共交通機関の旅客施設及び車両内において、障害特性
に配慮した案内表示や情報提供の充実を推進する。1-(2)-
2

公共交通機関については、ノンステップバスの導入やJR駅
舎のエレベーター設置など関係機関への働きかけを行い、
バリアフリー化を促進します。

― × 交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保
を図るため、教育訓練の実施等を促進する。1-(2)-3

7-(2)-1

駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転落防
止設備の導入等について交通事業者等と協議を行うととも
に、公共交通機関の旅客施設及び車両内における障害特
性に配慮した案内表示や情報提供、人的な対応の充実に
ついて、様々な機会を通じて交通事業者等に要望していき
ます。

障害のある人や高齢者等が路線バスを利用する際の利便
性及び安全性の向上のため、路線バスにノンステップバス
等の導入を進めていくとともに、他の公共交通機関について
も、駅等の旅客施設における段差解消など関係機関への働
きかけを行い、バリアフリー化を促進します。

公共交通機関の利用が困難な障害のある人の移動手段を
確保するため、タクシー乗車運賃助成やリフトバス運行事業
を引き続き行います。
また、非営利活動法人（NPO法人）や社会福祉法人等が提
供している移送サービス（福祉有償運送）の普及促進を図り
ます。

7-(2)-2

7-(2)-3
障害者に対し個別的な輸送を提供するため、支援制度の活
用等により福祉タクシー車両等によるスペシャル・トランス
ポート・サービス（ＳＴＳ）の普及促進を図る。1-(2)-4

公共交通機関の利用が困難な人の移動手段を確保するた
め、タクシー乗車運賃助成やリフトバス運行事業を引き続き
行います。
また、非営利活動法人（NPO法人）や社会福祉法人等が提
供している移送サービス（福祉有償運送）を引き続き行いま
す。

52



基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促
進

（３）アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促
進

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
（平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。）に基
づき、不特定多数の者や、主として高齢者、障害者が利用
する一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑
化基準への現行の適合義務に加え、地方公共団体による
同法に基づく条例において義務付けの対象となる建築物の
追加、規模の引下げ等、地域の実情を踏まえた取組を促す
ことによりバリアフリー化を促進する。1-(3)-1

窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリ
アフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定さ
れた整備水準の確保などによる整備を推進する。1-(3)-2

障害の有無に関わらず誰もが安全で快適に利用できる公園
にするため、段差の解消や階段への手すりの設置等を行い
ます。
また、自宅や施設に閉じこもりがちな障害のある人の健康
づくりや家族の心のケア等につながる公園の活用を障害者
団体等の意見を聞きながら検討します。

都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のため
バリアフリー法に基づく基準や支援制度により、出入口や園
路の段差解消、高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設
置等を進める。1-(3)-3

身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるよう
な水辺整備をまちづくりと一体となって進める。1-(3)-4

― ×
日常生活製品等のユニバーサルデザイン化に関し、障害者
の利用に配慮した製品、設備等の普及のニーズがある場
合、高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進す
る。1-(3)-5

高齢者、障害者等の移動などの円滑化の促進に関する法
律（平成18年法律第９１号。以下「バリアフリー法」という。）
に基づき、窓口業務を行う市の施設をはじめ、不特定多数
の者や、主として高齢者、障害のある人が利用する一定の
建築物の新築時等における「建築物移動等円滑化基準」の
適合により、バリアフリー化を促進します。

7-(3)-1

7-(3)-2

都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のため
バリアフリー法に基づく基準や支援制度により、出入口や園
路の段差解消、高齢者や障害のある人等が利用可能なトイ
レの設置等を進めます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（４） 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 （４）障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進

7-(4)-1

バリアフリー法及び関連施策のあり方について、高齢者、障
害のある人等の社会参画の拡大の推進、バリアフリーのま
ちづくりの推進に向けた関係機関連携の強化及びハード・ソ
フト一体となった取り組みの促進に努めます。

バリアフリー法及び関連施策の在り方について、高齢者、障
害者等の社会参画の拡大の推進、バリアフリーのまちづくり
に向けた地域連携の強化及びハード・ソフト一体となった取
組の推進という３つの視点に留意して必要な見直しを行う。
1-(4)-1

7-(4)-2

福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地
の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約
化等により、バリアフリーに配慮し、障害のある人が安心・
快適に暮らせるまちづくりを推進します。

福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地
の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約
化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に
暮らせるまちづくりを推進する。1-(4)-2

障害のある人もない人も安全で快適に道路を利用できるよ
う、歩道の新設や拡幅、段差の解消、視覚障害者用誘導ブ
ロックの設置を行うなど、バリアフリー化整備に取り組みま
す。

7-(4)-4

生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、
区域(ゾーン)を設定して、警察と協力しながら、最高速度
30km/hの区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス
設置等の各種対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通
過交通の抑制等を図ります。

ハード面だけでなくソフト面からも、障害のある人の外出を
支援します。

市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確
保するため、区域（ゾーン）を設定して、最高速度30 ㎞/h の
区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス設置等の
対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・
排除を図る。1-(4)-7

7-(4)-5

高齢者や障害のある人をはじめ、全ての市民が安全かつ快
適に公共的施設を利用できるように、バリアフリー法及び福
岡県福祉のまちづくり条例に基づき、建築主等へ指導・助言
等の必要な措置を講じます。
また、事業者や市民に対して福岡県福祉のまちづくり条例
に関する必要な情報の提供や技術的な助言を行い、福祉
のまちづくりを促進します。

障害のある人もない人も安全で快適に道路を利用できるよ
う、歩道の新設や拡幅、段差の解消、視覚障害者用誘導ブ
ロックの設置を行うなど、道路のバリアフリー化に取り組み
ます。

公共性の高い建築物や道路、公園、公共交通機関などの
バリアフリー化については、引き続き、必要に応じて自治会
等の地域団体及び障害者当事者団体や専門家等で構成さ
れる「北九州市福祉のまちづくりネットワーク」などと、障害
のある人の立場を踏まえ相互の理解を得られるよう意見交
換等を行いながら進めます。

バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の
旅客施設周辺等の主要な生活関連経路（駅、官公庁施設、
病院等を相互に連絡する道路）において、公共交通機関等
のバリアフリー化と連携しつつ、幅の広い歩道の整備や歩
道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導
用ブロックの整備等を推進する。1-(4)-3

7-(4)-3

7-(4)-6

公共性の高い建築物や道路、公園、公共交通機関などの
バリアフリー化については、障害のある人の立場を踏まえ
相互の理解を得られるよう、必要に応じて障害者団体が取
り組む「北九州市福祉のまちづくりネットワーク」等と、意見
交換等を行いながら進めます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

本市におけるモラル・マナーアップ条例における迷惑行為の
一つである身体障害者用駐車区画の不適正利用の防止を
徹底するため、福岡県におけるパーキングパーミット制度の
市民への着実な普及・浸透を図ります。

― ×
国立・国定公園等において主要な利用施設であるビジター
センター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化を実施する。
1-(4)-4

― ×

バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の
主要な生活関連経路を構成する道路において、歩行者等と
車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者
青時間の延長を行うＰＩＣＳ（歩行者等支援情報通信システ
ム）等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい
道路標識等の整備を推進する。1-(4)-5

― ×
障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯
器のＬＥＤ化、道路標識の高輝度化・大型化等を推進する。
1-(4)-6

― ×

高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外をストレス無く自
由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、ＩＣＴを活
用した歩行者移動支援の普及促進を図るため、屋内外シー
ムレスな電子地図や屋内測位環境等の空間情報インフラの
整備・活用、移動に資するデータのオープンデータ化等によ
り民間事業者等が多様なサービスを提供できる環境づくりを
推進する。1-(4)-8

― ×
上記のほか、ユニバーサルデザイン2020 行動計画（平成29
年２月20 日ユニバーサルデザイン2020 関係閣僚会議決
定）に位置付けられた施策について、具体の取組を実施す
る。1-(4)-9

本市のモラル・マナーアップ条例における迷惑行為の一つ
である障害者等用駐車区画の不適正利用の防止を徹底す
るため、ふくおか・まごころ駐車場制度（パーキングパーミッ
ト制度）の市民への着実な普及・浸透を図ります。

7-(4)-7
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

分野８．
情報アクセシビリティの向上（意思疎通支援の充実）

２．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充
実

分野目標

障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることがで
きるよう、情報アクセシビリティの向上を推進します。
また、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーション
を行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・
確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の提供等
の取り組みを通じて意思疎通支援の充実を図ります。
（※「情報アクセシビリティ」とは、「情報の利用しやすさ」のこ
と。）

障害者が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよ
う、障害者に配慮した情報通信機器・サービス等の企画、開
発及び提供の促進や、障害者が利用しやすい放送・出版の
普及等の様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を
推進する。
あわせて、障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを
行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確
保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の開発・提供
等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図る。

（１） 障害に配慮した情報提供の充実等 （１）情報通信における情報アクセシビリティの向上

8-(1)-2

障害のある人が障害特性に応じたパソコン操作を習得でき
るよう、パソコンサポーターを活用した支援を行います。
また、障害の特性に応じた支援を推進するため、パソコンサ
ポーターの養成と資質の向上に努めます。

障害者に対するＩＴ相談等を実施する障害者ＩＴサポートセン
ターの設置や障害者がパソコン機器等を使用できるよう支
援するパソコンボランティアの育成・派遣の促進等により、
障害者の情報通信技術の利用及び活用の機会の拡大を図
る。2-(1)-4

研究開発やニーズ、情報通信技術の発展等を踏まえつつ、
情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標
準化（日本工業規格等）を進めるとともに、必要に応じて国
際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等
（ウェブコンテンツ（掲載情報）に関するサービスやシステム
を含む。）の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、
国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令
に基づいて実施する。特に、ＷＴＯ政府調達協定の適用を
受ける調達等を行うに当たっては、ＷＴＯ政府調達協定等に
定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関
する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて
技術使用を定める。2-(1)-2

8-(1)-1

市における情報通信機器等（ウェブコンテンツ（掲載情報）
に関するサービスやシステムを含む。）の調達は、情報アク
セシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格へ
の準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施します。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

― ×
障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情
報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害
者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発
及び提供を促進する。2-(1)-1

― × 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通
信機器・システムの研究開発を推進する。2-(1)-3

― × 聴覚に障害のある人が電話を一人でかけられるよう支援す
る電話リレーサービスの実施体制を構築する。2-(1)-5

なし （２）障害に配慮した情報提供の充実等

障害の状態などによっては、情報収集が困難な場合があ
り、このような状況を改善するためには、ITの活用が有効で
あるため、障害のある人が必要な情報を容易に入手できる
よう、障害福祉情報センター（ウェブサイト等）の充実を図る
など、ITの活用に努めます。

8-(1)-4
コミュニケーション支援が必要な障害のある人への情報提
供等のため、視聴覚障害者情報提供施設（点字図書館、聴
覚障害者情報センター）の充実を図ります。

コミュニケーション支援が必要な障害のある人への情報提
供などのため、視聴覚障害者情報提供施設（点字図書館、
ビデオライブラリー）の充実を図るとともに、要約筆記者、手
話通訳者、盲ろう者通訳・ガイドヘルパーなどの派遣・養成
事業を引き続き実施します。

聴覚障害者に対して、字幕（手話）付き映像ライブラリー等
の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の派遣、相
談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ＩＣＴの発展
に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その整備を促進する。2-
(2)-2

8-(1)-5

市が主催する講演会や講座において、手話通訳者や要約
筆記者の派遣、補聴器の聴こえをよくするヒアリングループ
（磁気誘導ループ）の使用を推進することにより、聴覚障害
のある人や高齢のため聴こえづらくなった人の参加を促進
します。

講演会や講座において、補聴器の聴こえをよくする磁器
ループの使用を推進することにより、聴覚に障害のある人
や高齢のため聴こえづらくなった人の行事への参加を促進
し、聴こえづらさによる社会参加への不安・抑制の軽減を図
ります。

8-(1)-3

障害や障害のある人、障害福祉についての情報を収集し、
障害のある人やその家族、支援者等が必要な時に障害福
祉関係の情報を容易に入手できる総合窓口として、北九州
市障害福祉情報センター（ウェブサイト等）の充実を図りま
す。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

8-(1)-7
聴覚障害のある人が市議会本会議等を傍聴しやすい環境
をさらに整え、円滑に本会議等の情報を入手することができ
るよう、適時、改善策について検討・実践します。

― ×

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者
利用円滑化事業の推進に関する法律（平成5 年法律第54
号）に基づく放送事業者への制作費助成、「視聴覚障害者
向け放送普及行政の指針」に基づく取組等の実施・強化に
より、字幕放送（ＣＭ番組を含む。）、解説放送、手話放送等
の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。2-(2)-1

― ×
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者
利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等によ
り、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を
促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・
放送サービスへのアクセスの改善を図る。2-(2)-3

― ×
心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会
参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引
き続き検討する。2-(2)-5

「市政だより」や「北九州市議会だより」について、視覚障害
のある人への対応として点字、音声、テキスト版を発行し、
希望者への配布を行うことで市の重点施策に関する情報や
地域の話題等を提供します。

8-(1)-6
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 意思疎通支援の充実 （３）意思疎通支援の充実

視覚障害等のある人の情報環境を改善するため、居宅にお
ける代読・代筆支援の充実を図るとともに、市が視覚障害の
ある人に対して発行する特に重要な公文書等について、音
声情報などを入手しやすくする取り組みを進めます。

手話奉仕員や朗読奉仕員などの養成講座を継続して開催
するとともに、修了した人に対しては、ボランティア活動につ
ながるきっかけづくりを行います。

要約筆記者、手話通訳者、盲ろう者通訳・ガイドヘルパーな
どの派遣・養成事業を引き続き実施します。

8-(2)-2
情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障
害のある人に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うと
ともに、支援機器の利用促進を図ります。

情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障
害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うととも
に、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発
の促進を図る。2-(3)-2

8-(2)-3

意思疎通が困難な重度の障害がある人に対して、家族や介
護者等とのコミュニケーション手段を確保するため、専門職
による相談支援等を行います。
また、意思疎通が困難な重度の障害のある人についての理
解促進等や支援技術向上を図るため、医療・障害福祉関係
者に対する研修会等を実施します。

8-(2)-4

意思疎通が困難な重度の障害のある人が医療機関に入院
した場合に、医療従事者との円滑な意思疎通を支援する重
度障害者入院時コミュニケーション支援事業の利用促進に
努めます。

意思疎通が困難な重度の障害のある人が医療機関に入院
した場合に、医療従事者との円滑な意思疎通を支援する支
援員を派遣する重度障害者入院時コミュニケーション支援
事業の一層の利用促進に努めます。

― ×
意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に
伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等
の普及及び理解の促進を図る。2-(3)-3

聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次
脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を
図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約
筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等によ
る支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとと
もに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助
員、点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成研修等の実施により
人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させ
る。2-(3)-1

8-(2)-1

障害に応じたコミュニケーション手段の確保に向け、点訳・
音訳、手話、要約筆記、盲ろう者通訳・ガイドヘルパー等に
従事できる意思疎通支援者の養成に努めるとともに、手話
通訳者等の意思疎通支援者の派遣を推進し、コミュニケー
ション支援を図ります。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） 行政情報のアクセシビリティの向上 （４）行政情報のアクセシビリティの向上

8-(3)-1

障害のある人を含む全ての人が必要とする行政情報を容
易に取得することができるよう、文字の拡大や読み上げ等、
利用しやすさに配慮した北九州市や市議会のウェブサイト
づくりに取り組みます。

各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに
配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むととも
に、ウェブサイト等で動画を掲載するに当たっては、字幕や
音声解説の付与、キーボードのみで操作可能な仕様の採
用など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必
要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけ
るウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進す
る。2-(4)-1,7-(3)-4

災害・避難情報をテレビ・ラジオ、緊急速報メール、登録制
防災メール（もらって安心・まもるくん）、ホームページ、ツ
イッター等を活用し積極的に提供します。

聴覚障害のある人への災害情報伝達を図るため聴覚障害
者用受信装置の普及に努めます。

災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障
害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者等
の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の
整備を促進する。2-(4)-2

8-(3)-3

選挙に当たっては、点字版「選挙のお知らせ」（選挙公報の
点訳版）や音声版「選挙のお知らせ」（選挙公報の音訳版）
又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、情報通信
技術（ＩＣＴ）の進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選
挙等に関する情報提供に努めます。

政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文
字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ＩＣＴの
進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する
情報提供の充実に努める。2-(4)-3

8-(3)-4

障害のある人に関する施策についての情報提供及び緊急
時における情報提供等を行う際には、知的障害や精神障害
のある人等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多
様な障害の特性に応じた配慮を行うよう努めます。

各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報
提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、知的障
害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努める
など、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。2-(4)-4,7-
(3)-3

8-(3)-2

災害・避難情報をテレビ・ラジオ、緊急速報メール、登録制
防災メール（もらって安心・まもるくん）、ウェブサイト、ツイッ
ター等を活用し積極的に提供します。
また、携帯電話を保有していないため、緊急速報メールや
登録制防災メールにより情報を入手することができない視
覚障害や聴覚障害のある人に、自宅の固定電話やファック
スで避難情報を提供します。

60



基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

分野９．
安全・安心の実現（防災、防犯、消費者保護）

３．防災、防犯等の推進

分野目標

障害のある人が、安全に安心して生活することができるよ
う、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時
における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、
避難所等の確保や障害福祉・医療サービスの継続等を行う
ことができるよう、防災の取り組みを推進します。
また、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るた
め、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取り組みを
推進します。

障害者が地域社会において安全に安心して生活することが
できるよう、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害
発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避
難支援、避難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービ
スの継続等を行うことができるよう、防災や復興に向けた取
組を推進する。また、障害者を犯罪被害や消費者被害から
守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組
を推進する。

（１） 防災対策の推進 （１）防災対策の推進

地震・豪雨等による災害や火災が起きた場合の救出や救
護、災害発生のおそれがあるときの事前の避難などの防災
対策は、障害の有無に関わらず非常に重要であるため、自
助・共助・公助の役割の明確化のもと、北九州市地域防災
計画に基づいた各種の防災対策に取り組んでいきます。

障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関
係部局の連携の下での、地域防災計画等の作成、防災訓
練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域づくりを推進
する。3-(1)-1

避難場所や災害に関する情報等を掲載した防災ガイドブッ
クの市内の各世帯への配布などにより防災意識の向上に
取り組みます。

9-(1)-2

災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合、障害
のある人に対して適切に情報を伝達できるよう、事業者等
の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の
整備を推進します。

災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障
害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者等
の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の
整備を促進する。3-(1)-3［再掲］

地震・豪雨等による災害や火災が起きた場合の救出や救
護、災害発生のおそれがあるときの事前の避難等の防災対
策は、障害の有無に関わらず非常に重要である。このた
め、自助・共助・公助の役割の明確化のもと、北九州市地域
防災計画に基づいた各種の防災対策に取り組みます。
また、避難場所や災害に関する情報等を掲載した防災ガイ
ドブックの市内の各世帯への配布等により市民の防災意識
の向上に取り組みます。

9-(1)-1
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

本市では、障害のある人や高齢者等のうち、身体的要件と
風水害の災害発生危険のある地理的要件の双方に該当す
る人を対象として、自力で避難することが困難な人の緊急
時の連絡先や避難場所等を事前に決めた避難支援プラン
を個別に作成しており、引き続きこの取り組みを推進しま
す。
これに加え、支援の必要な障害のある人については、基幹
相談支援センターが中心となり、災害時の緊急対応につい
て個別の支援プログラムの作成を検討します。

災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に避
難行動要支援者名簿等を活用した障害者に対する適切な
避難支援や、その後の安否確認を行うことができるよう、地
方公共団体における必要な体制整備を支援する。3-(1)-4

今後、地域における避難支援の仕組みづくりを促進するた
め、地域ぐるみの防災ネットワークの構築に向けて、避難行
動要支援者等への情報提供や福祉避難所の活用、地域住
民による避難支援等についての助言を行うなど、地域にお
ける取り組みを支援します。

障害のある人や高齢者などの要援護者は、その状態等に
よって特別な支援が必要であるため、当事者を含む地域住
民と、障害関係機関・団体相互の協力体制を確立し、福祉
関連物資の調達や施設への緊急入所などの支援を行いま
す。

避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するととも
に、避難所において障害者が、必要な物資を含め、障害特
性に応じた支援を得ることができるよう、市町村に周知を
行っていく。3-(1)-5

9-(1)-5
一般的な避難所での生活が困難な要配慮者のために、特
別な配慮がなされた避難所として、「福祉避難所」の確保に
継続して取り組みます。

一般の避難所での生活が困難な方のために、特別な配慮
がなされた避難所として、「福祉避難所」の確保に継続して
取り組みます。

9-(1)-7

水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確
保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要
配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の
実施を促進します。

水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確
保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要
配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の
実施を促進する。3-(1)-8

9-(1)-4

障害のある人や高齢者等の要配慮者は、その状態等に
よって特別な支援が必要であるため、避難所、等のバリアフ
リー化を推進するとともに、避難所において障害のある人
が、必要な物資を含め、障害特性に応じた支援を得ることが
できるよう、必要な体制の整備に努めます。
また、障害当事者を含む地域住民と、障害関係機関・団体
相互の協力体制を確立し、福祉関連物資の調達や施設へ
の緊急入所などの支援を行います。

災害発生時に自力又は同居する家族等の支援では避難す
ることが困難な障害のある人や高齢者等を事前に把握し、
避難行動要支援者名簿を作成するとともに、平常時からそ
の情報を地域に提供することにより、自助・共助による災害
時の避難支援の仕組みづくりを促進します。
また、地域住民による避難支援等の取り組みについて、地
域ぐるみの防災ネットワークの構築に向けた助言を行うな
ど、地域における防災の取り組みを支援します。

9-(1)-3

9-(1)-6

災害発生後にも継続して障害福祉・医療サービスを提供す
ることができるよう、障害福祉サービス事業所や医療機関
等における災害対策を推進するとともに、他の社会福祉施
設等とのネットワークの形成に取り組みます。

災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供すること
ができるよう、障害者支援施設・医療機関等における災害
対策を推進するとともに、地域内外の他の社会福祉施設・
医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。
3-(1)-6
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

9-(1)-8

火災や救急事案が発生した時にの、障害のある人からの緊
急通報体制を推進します。
また、聴覚・や言語機能等に障害のある人がいつでもどこ
からでも円滑な緊急通報を行えるよう、緊急通報手段である
「ファックス119番」及びパソコンや携帯電話のメール機能を
利用した「メール119番」により、障害のある人からの緊急通
報への迅速、的確な対応を図ります。

火災や救急事案の発生時に聴覚・言語機能障害者がいつ
でもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、全国の消防
本部におけるスマートフォン等を活用した音声によらない緊
急通報システムの導入を推進する。3-(1)-7

― ×
自力避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設
が立地する土砂災害のおそれのある箇所において、砂防堰
堤等の施設整備等及び危険な区域の明示等のハード・ソフ
ト一体となった土砂災害対策を重点的に推進する。3-(1)-2

― ×
各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生
後の避難所、応急仮説住宅等において、障害のある女性を
含め、防災・復興の取組での女性への配慮を促すため、「男
女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」等の情報
提供を行う。3-(1)-10

なし （２）復興の推進

― ×
それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施におけ
る、障害者やその家族等の参画を促進し、地域全体のまち
づくりを推進するため、事例集の作成・公表などの情報提供
を行う。3-(2)-1

― ×
障害者の被災地での生活の継続、被災地への帰還を支援
するため、被災地の障害福祉サービス事業者に対する支援
を実施し、被災地における安定的な障害福祉サービスの提
供を図る。3-(2)-2

― ×
住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障
害者に対する、心のケア、見守り活動、相談活動等の取組
の充実を図る。3-(2)-3

― ×
被災地における雇用情勢を踏まえ、産業政策と一体となっ
た雇用の創出、求人と求職のミスマッチの解消を図り、障害
者の就職支援を推進する。3-(2)-4
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 防犯対策の推進 （３）防犯対策の推進

9-(2)-1

障害のある人が警察へ緊急通報する手段である「ファックス
110番」及びパソコンや携帯電話のメール機能を利用した
「メール110番」について、防犯教室や各種刊行物を活用し
た広報活動により普及啓発を図ります。

ファックスやＥメール等による緊急通報について、その利用
促進を図るとともに、事案の内容に応じた迅速・的確な対応
を行う。3-(3)-1

警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促
進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努め
る。3-(3)-3

― ×
警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるた
めの研修の充実に取り組むとともに、障害者のコミュニケー
ションを支援するため、手話を行うことのできる警察官等の
交番等への配置、コミュニケーション支援ボードの活用等を
図る。3-(3)-2

― ×

平成28 年７月に発生した障害者支援施設における殺傷事
件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害者が安心し
て生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整
備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進
するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体
制の構築を図る。3-(3)-4

9-(2)-2

地域の障害者団体、障害福祉施設、警察等との連携の促
進等により、犯罪被害の防止に努めるとともに、防犯カメラ
の設置補助、防犯灯の設置・維持管理補助により、防犯環
境の整備促進を行い、安全・安心な環境の構築を推進しま
す。
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） 消費者トラブルの防止及び被害からの保護 （４）消費者トラブルの防止及び被害からの救済

9-(3)-2

障害者団体、消費者団体、障害福祉関係団体、行政等、地
域の多様な主体が連携して、消費者安全に関わる情報を共
有し、障害のある人の消費者被害の防止に向けて、きめ細
やかで裾野の広いネットワークの構築を図ります。

障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の
多様な主体の連携により、障害者等の消費者被害防止の
ための見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）の
設置を促進する。3-(4)-2

9-(3)-3

市立消費生活センターにおいて、ファックスや電子メール等
での消費者相談を受け付けます。
また、相談を受ける消費生活相談員に対して、障害者理解
のための研修等を実施することにより、障害のある人の特
性に配慮した消費生活相談体制の整備を図ります。

地方公共団体における、消費生活センター等におけるファッ
クスやＥメール等での消費者相談の受付や、相談員等の障
害者理解のための研修の実施等の取組を促進することによ
り、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図
る。3-(4)-3

― ×
被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促
進のため、日本司法支援センター（以下「法テラス」という。）
の各種業務及びこれを遂行する体制の一層の充実に努め
る。3-(4)-4

― ×
常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士が、福祉機
関等との連携・協力体制を密にすることにより、配慮を要す
る障害者などの振込め詐欺の被害や悪質商法による消費
者被害の早期発見・被害回復に努める。3-(4)-5

消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の
擁護・増進に資するよう、必要な情報提供を行うとともに、障
害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係
行事への参加の促進、研修の実施等により、障害者等に対
する消費者教育を推進する。3-(4)-1

9-(3)-1

障害のある人の消費者トラブルに関する情報を収集し、積
極的な発信を行うとともに、その被害からの救済に関して必
要な情報提供を行います。
消費者トラブルに関する出前講座などでは、障害特性に応
じて選択できる教材の提供に努め、障害のある人の消費者
トラブルの防止及び被害からの救済を図ります。
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

分野１０．
差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

４．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消
を進めるため、地方公共団体、障害者団体等の様々な主体
の取組との連携を図りつつ、事業者や国民一般の幅広い理
解の下、環境の整備に係る取組を含め、障害者差別の解消
に向けた取組を幅広く実施することにより、障害者差別解消
法等の実効性ある施行を図る。
また、障害者虐待防止法の適正な運用を通じて障害者虐待
を防止するとともに、障害者の権利侵害の防止や被害の救
済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むこ
とにより、障害者の権利擁護のための取組を着実に推進す
る。

９．行政等における配慮の充実

障害者がその権利を円滑に行使できるよう、司法手続や選
挙等において必要な環境の整備や障害特性に応じた合理
的配慮の提供を行う。また、行政機関の窓口等における障
害者への配慮を徹底するとともに、行政情報の提供等に当
たっては、ＩＣＴ等の利活用も検討し、可能なものは積極的に
導入するなど、アクセシビリティへの配慮に努める。さらに、
いわゆる欠格条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術
の進展、社会情勢の変化等の必要に応じた不断の見直しを
行う。

（１） 障害を理由とする差別の解消の推進 ４．（２）障害を理由とする差別の解消の推進

10-(1)-1

障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要
領及び対応指針並びに市条例に基づき、障害を理由とする
不当な差別的取扱いの禁止や、障害のある人に対する必
要かつ合理的な配慮（合理的配慮）の提供を徹底するなど、
障害を理由とする差別の解消に向けた着実に取り組みを着
実に進めるとともに、事業者が適切に対応できるよう必要な
対応を行います。

障害者差別禁止法（仮称）の動向を見ながら、「何が差別に
あたるのか」「何が権利侵害にあたるのか」等について、障
害者自立支援協議会の権利擁護部会において当事者や関
係団体等との意見交換を行います。

障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要
領及び対応指針に基づき、障害を理由とする不当な差別的
取扱いの禁止や、障害者に対する必要かつ合理的な配慮
（合理的配慮）の提供を徹底するなど、障害を理由とする差
別の解消に向けて着実に取組を進めるとともに、事業者が
適切に対応できるよう必要な対応を行う。4-(2)-1

分野目標

社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消
を進めるため、障害者団体等の取り組みとの連携を図りつ
つ、事業者や市民の幅広い理解の下、環境の整備に係る
取り組みを含め、障害者差別解消法や「（仮称）障害を理由
とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくり条例」
（以下「市条例」という。）に基づき、障害者差別の解消に向
けた取り組みを推進します。
また、障害者虐待防止法の適正な運用を通じて障害のある
人への虐待を防止するとともに、障害のある人の権利侵害
の防止や被害からの救済を図るため、相談・紛争解決体制
の充実等に取り組むことにより、障害のある人の権利擁護
のための取り組みを着実に推進します。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

10-(1)-2

障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針や「（仮称）障
害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づく
り条例」に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合
理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつ
つ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・
発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対
する研修等の環境整備の施策を着実に進めます。

障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社
会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行
うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリア
フリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビ
リティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整
備の施策を着実に進める。
その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野に
おける環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等にお
いて具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。また、
法令上、自署によることを求められている手続を除き、本人
の意思確認を適切に実施できる場合に記名捺印や代筆に
よる対応を認めることを促すなど、アクセシビリティの確保に
向けた対応を検討する。4-(2)-2

10-(1)-3

障害のある人に対する差別及びその他の権利侵害を防止
し、その被害からの救済を図るため、障害を理由とする差別
に関する相談窓口の運営や、解決が困難な事案について
助言・あっせんを行う第三者機関の設置等により、相談・紛
争解決等を実施する体制の円滑な運用と、その利用の促進
を図ります。

市民一人ひとりが、何が権利の侵害に当たるのかを十分理
解し、日常生活の中で、人権を尊重した態度や行動を実践
する姿勢を育むことができるよう、各種の施策を推進しま
す。

障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その
被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する
体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。
4-(1)-4

障害のある人の人権尊重について、より多くの市民や企業
等が正しく理解し、実践を促すきっかけとなるよう、障害関係
団体と連携して、障害のある人の人権啓発冊子を活用した
効果的な啓発活動に取り組みます。

障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組等につ
いて幅広い国民の理解を深めるため、内閣府を中心に、関
係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主
体との連携により、同法の一層の浸透に向けた各種の広
報・啓発活動を展開するとともに、合理的配慮の事例等を収
集し、整理して公表するなどの取組を行う。4-(2)-4

人権文化のまちづくりをキーワードに、人間の尊厳、自立、
共生・協創の三つを基本理念とした北九州市人権行政指針
に基づき、障害のある人を含めた人権施策の推進に取り組
みます。

― ×
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及
び観察等に関する法律（平成15年法律代110号）の対象者
の社会復帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別
の解消を進める。4-(2)-7

10-(1)-4

人権文化のまちづくりをキーワードに、人間の尊厳、自立、
共生・協創の三つを基本理念とする北九州市人権行政指針
に基づき、障害のある人を含めた人権施策の推進に取り組
みます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

― ×
都道府県労働局及びハローワークにおいて、雇用分野にお
ける障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に
係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を
行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停
等の紛争解決援助を行う。4-(2)-5

― ×

平成28年4月の法律の施行に向けて、法律に定められた各
措置等の検討のため、障害者本人や関係団体等との意見
交換を行うとともに、障害者本人、障害者団体、民間事業
者、学識経験者、弁護士等を構成メンバーとする検討会議
を設置し、国の「基本方針」に基づき、差別解消に向けた体
制の整備を図ります。

― ×
平成28年4月の法律の施行に向けて、市役所内の全庁横断
的な会議を設置し、「合理的な配慮の提供」等の観点から事
務・事業を点検し、必要な対応を検討します。

地域における障害を理由とする差別の解消を推進するた
め、都道府県とも連携しつつ、地方公共団体における対応
要領の策定及び障害者差別解消支援地域協議会の組織の
促進に向けた取組を行う。4-(2)-3

― ×
平成28年4月の法律の施行に向けて、障害者団体や市役所
内部の関係各課と連携を図りながら、それぞれの役割分担
のもと、市民や民間事業者に向けて広く普及啓発に努めま
す。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 権利擁護の推進、虐待の防止 ４．（１）権利擁護の推進、虐待の防止

10-(2)-1

障害のある人への虐待の予防及び早期発見等を行うため、
市民、障害者団体、障害福祉サービス事業者、企業等に対
して、障害者虐待防止法の概要について、積極的に啓発を
行うとともに、地域における効果的な協力体制を検討しま
す。

障害者虐待の予防及び早期発見等を行うため、障害者虐
待防止法の概要（趣旨、虐待の定義、虐待発見者の通報義
務、通報後の対応等）について、市民、障害者団体、関係施
設、企業等への啓発活動に積極的に取り組むとともに、地
域における効果的な協力体制を検討します。

10-(2)-3

障害のある人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定
を尊重する観点から、国の意思決定支援ガイドラインの普
及を図ります。
また、日常生活上の判断に不安がある場合には、権利擁
護・市民後見センター「らいと」が実施する市民の力を活か
した法人後見により、日常的な金銭管理や障害福祉サービ
スの利用援助を受けるなど、成年後見制度の利用を促進す
るとともに、成年後見制度の普及・啓発を行います。

日常的な金銭管理や福祉サービスの利用援助など、社会
福祉協議会が行う地域福祉権利擁護事業を通じ、利用者
の判断能力が衰えた場合に、成年後見制度への橋渡しが
円滑に行われるように努めます。

障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を
尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図る
とともに、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組
を進める。4-(1)-2

児童虐待の背景のひとつにある、障害のある子どもの子育
てに係る課題を踏まえて、保護者に対する相談等の支援に
取り組み、虐待の未然防止と早期対応に努めます。
また、「障害者・高齢者相談コーナー」及び「子ども・家庭相
談コーナー」で、障害のある子どもや家庭に関する相談に応
じ、各窓口や関係機関等と連携を取りながら、それぞれの
内容に応じた支援・対応を行うとともに、相談者の不安や負
担感の軽減を図ります。

10-(2)-2

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関
する法律（平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止
法」という。）に関する積極的な広報・啓発活動を行うととも
に、障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の
相談支援専門員などによる未然防止、一時保護に必要な居
室の確保及び養護者に対する相談等の支援に取り組む。
4-(1)-1
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

北九州成年後見センターと連携・協働し、成年後見制度の
利用を促進するとともに、成年後見制度の普及・啓発を行い
ます。

知的障害又は精神障害（発達障害を含む。）により判断能
力が不十分な者による成年後見制度の適正な利用を促進
するため、必要な経費について助成を行うとともに、後見等
の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図
るための研修を行う。4-(1)-5

成年後見制度の利用が困難な障害のある人などについて
は、市長が代わって審判の申し立てを行います。また、生活
保護受給者等については、申し立て費用及び後見人等の
報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を推進します。

10-(2)-5

身近な相談先である身体・知的障害者相談員と区役所窓口
との連携を強めます。また、研修等を通じて障害のある方の
権利擁護に関する相談にも適切に応じることができる様に
相談員の資質向上を図ります。

当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取
組を支援する。4-(1)-3

10-(2)-6

障害福祉サービス利用者等からの苦情を適切に解決する
ために、障害福祉サービス事業者が設けた苦情解決システ
ムや福岡県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員
会、本市の保健福祉オンブズパーソンの活用を図りながら、
障害福祉サービス利用者等の権利擁護に努めます。

障害のある人が、安心して福祉サービスを利用できるよう、
関係者への人権に関する研修を充実させるとともに、監査
体制の充実など、関係機関と連携しながら適切な対応を行
います。

10-(2)-7

障害のある人や高齢者の財産管理など法律に関わる問題
を扱う高齢者・障害者あんしん法律相談事業を引き続き実
施し、法律上の諸問題について弁護士会の協力による支援
を推進します。

障害のある人や高齢者の財産管理など法律に関わる問題
を扱う高齢者・障害者あんしん法律相談事業を引き続き実
施し、法律上の諸問題について弁護士会の協力による支援
を推進します。

― ×
成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度
（いわゆる欠格条項）については、成年後見制度の利用の
促進に関する法律（平成28年法律第29号）及び成年後見制
度利用促進基本計画（平成29年3月24日閣議決定）を踏ま
えて、今後、検討を加え、必要な見直しを行う。4-(1)-6

10-(2)-4

成年後見制度の利用に際し、法的に高度な専門性を必要と
する場合等は、北九州成年後見センター「みると」と連携・協
働し、判断能力が不十分な方の権利と財産を守るための支
援を行います。
また、成年後見制度の利用が困難な障害のある人等につ
いては、市長が代わって審判の申し立てを行うとともに、生
活保護受給者等については、申し立て費用及び後見人等
の報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を推進しま
す。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） 行政等における配慮の充実
７．（３）行政機関等における配慮及び障害者理解の促
進等

10-(3)-1

市における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解
消法に基づく「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る北九州市職員対応要領」により、障害のある人が必要と
する社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を行い
ます。

各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては、障
害者差別解消法に基づき、障害者が必要とする社会的障
壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮（合理的
配慮）を行うとともに、ソフト・ハードの両面にわたり、合理的
配慮を的確に行うために必要な環境の整備を着実に進め
る。7-(3)-1

10-(3)-2
市職員等に対して、障害及び障害のある人への理解促進を
図る研修を実施するとともに、窓口等における障害のある
人への配慮の徹底を図ります。

行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進す
るため、より一層の理解の促進が必要な障害や、外見から
は分かりにくい障害の特性、複合的に困難な状況に置かれ
た障害者に求められる配慮等を含めて必要な研修を実施
し、窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。7-(3)-2

各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシ
ビリティに配慮したＩＣＴを始めとする新たな技術の利活用に
ついて検討を行い、利活用が可能なものについては積極的
な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提
供に努める。7-(3)-5

視覚障害等のある人の情報環境を改善するため、居宅にお
ける代読・代筆支援の充実を図るとともに、市が視覚障害の
ある人に対して発行する特に重要な公文書等について、音
声情報などを入手しやすくする取り組みを進めます。

10-(3)-3
市における行政情報の提供等に当たっては、情報通信技術
（ICT）の進展等も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報
提供に努めます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（つづき） ７．（２）選挙等における配慮等

10-(3)-4

選挙に当たっては、点字版「選挙のお知らせ」（選挙公報の
点訳版）や音声版「選挙のお知らせ」（選挙公報の音訳版）
又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、情報通信
技術(ICT)の進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙
等に関する情報提供に努めます。

政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文
字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ＩＣＴの
進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する
情報提供の充実に努める。7-(2)-1

移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフ
リー化、障害者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所
における投票環境の向上に努めるとともに、障害者が自ら
の意思に基づき円滑に投票できるよう、代理投票の適切な
実施等の取組を促進する。7-(2)-2

指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投
票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、
投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に努め
る。7-(2)-3

移動に困難を抱える障害のある人に配慮した投票所のバリ
アフリー化、障害のある人の利用に配慮した投票設備の設
置等、投票所における投票環境の向上に努めます。
また、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在
者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつ
つ、投票所での投票が困難な障害のある人の投票機会の
確保を図ります。

10-(3)-5
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番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（つづき） ７．（１）司法手続等における配慮等

― ×
被疑者・被告人あるいは被害者・参考人となった障害者が、
意思疎通等を円滑に行うことができるよう、刑事事件におけ
る手続の運用において適切な配慮を行う。あわせて、これら
の手続に携わる職員に対して、障害や障害者に対する理解
を深めるため必要な研修を実施する。7-(1)-1

― ×
知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者
等に対する取調べの録音・録画や心理・福祉関係者の助言
等の取組を継続するとともに、更なる検討を行う。7-(1)-2

― ×
矯正施設に入所する障害者に対して、社会復帰支援のため
のプログラムの提供を促進するとともに、これらの施設の職
員に対して必要な研修を実施する。7-(1)-3

― ×
弁護士、弁護士会、日本弁護士連合会、法テラス等の連携
の下、罪を犯した知的障害者等の社会復帰の障害となり得
る法的紛争の解決等に必要な支援を行うなど、再犯防止の
観点からの社会復帰支援の充実を図る。7-(1)-5

（つづき） ９．（４）国家資格に関する配慮等

10-(3)-6
市が認定する資格の取得等において障害のある人に不利
が生じないよう、検定試験や講習の実施等における必要な
配慮の提供を推進します。

各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じな
いよう、試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配
慮を提供するとともに、いわゆる欠格条項について、各制度
の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢の変化等の必要に
応じた不断の見直しを行う。7-(4)-1
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

10．国際協力

―

条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に誠
実に対応するとともに、障害者施策を国際的な協調の下に
推進するため、障害分野における国際的な取組に積極的に
参加する。また、開発協力の実施に当たっては、SDGsの達
成に向けて、条約が規定するように、障害を包容し、かつ、
障害者にとって利用しやすいものであることを確保するとと
もに、能力の開発（情報、経験、研修計画及び裁量の実例
の交換及び共有を通じたものを含む。）を容易にし、及び支
援することなどに取り組む。さらに、文化芸術活動やスポー
ツ等の分野を含め、障害者の国際交流等を推進する。

（１）国際社会に向けた情報発信の推進等

（２）国際的枠組みとの連携の推進

（３）政府開発援助を通じた国際協力の推進等

（４）障害者の国際交流等の推進

市なし 
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）
分野１１．
広報・啓発の推進（障害のある人に対する理解の促
進）

施策の円滑な推進
（２）理解促進・広報啓発に係る取組等の推進

分野目標

障害のある人と障害のない人が、お互いに障害の有無にと
らわれることなく、支え合いながら社会で共に暮らしていくこ
とが日常となるように、障害や障害のある人、その障害特性
や必要な配慮等に関する理解を促進し、「心のバリアフ
リー」を推進します。

市政だよりやホームページ、新聞やラジオなどの効果的な
活用を図り、市民の障害者福祉への関心や理解を深める取
り組みを推進します。
（新717、750）

「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」と
いう当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害のある者
と障害のない者が、お互いに障害の有無にとらわれることな
く、支えあいながら社会で共に暮らしていくことが日常となる
ように、国民の理解促進に努める。本基本計画の実施を通
じて実現を目指す「共生社会」の理念や、障害者権利条約
が採用する、いわゆる「社会モデル」の考え方について、必
要な広報啓発を推進する。

（１） 広報・啓発活動の推進

11-(1)-1

障害施策は幅広い市民の理解を得ながら進めていくことが
重要であり、行政はもとより、企業、民間団体、マスメディア
等の多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を計
画的かつ効果的に推進し、障害福祉施策の意義について
更なる理解の促進を図ります。
その際、効果的な情報提供や、市民の意見の反映に努める
とともに、障害当事者以外に対する訴求も重要であることに
留意します。

障害者施策は幅広い国民の理解を得ながら進めていくこと
が重要であり、行政はもとより、企業、民間団体、マスメディ
ア等の多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を
計画的かつ効果的に推進する。その際、効果的な情報提供
や、国民の意見の反映に努めるとともに、障害当事者以外
に対する訴求も重要であることに留意する。

障害者週間を中心に障害者の日記念行事などの開催や障
害当事者の講師による研修会、出前講演などの取り組みを
推進します。

障害者基本法に定められた障害者週間（毎年12 月３日から
９日まで）における各種行事を中心に、一般市民、ボランティ
ア団体、障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を
推進する

市政だよりやホームページ、新聞やラジオなどの効果的な
活用を図り、市民の障害者福祉への関心や理解を深める取
り組みを推進します。

11-(1)-2

障害者基本法に定められた障害者週間を中心に、各種行
事の開催や障害当事者等を講師とする研修会、出前講演
などの取り組みを推進するとともに、市政だよりやウェブサ
イト、新聞やラジオ等の効果的な活用を図ります。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

また、障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマーク
等について、関連する事業者等の協力の下、国民に対する
情報提供を行い、その普及及び理解の促進を図る。

― ×
2020 年東京オリンピック・パラリンピックを通じて実現を目指
す共生社会の姿について広く発信を行い、パラリンピック競
技大会に向けた国民の機運を醸成するとともに、障害者施
策の意義について更なる理解の促進を図る。

障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営む上で
障壁となる「社会的障壁」と相対することによって生じるとす
る、「社会モデル」の考え方について市民の理解を深めま
す。
また、様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相
互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心
のバリアフリー」を社会全体で推進するとともに、心のバリア
フリーへの理解を深めるための取り組みを進めます。

11-(1)-3

障害者が自立した日常生活及び社会生活を確保することの
重要性に対する国民の理解を深め、様々な心身の特性や
考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュ
ニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」を社会全体
で推進するとともに、心のバリアフリーへの理解を深めるた
めの取組を進める。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（２） 障害及び障害のある人に対する理解の促進

11-(2)-1
障害や障害のある人に対する市民の関心と理解を深めるた
め、障害のある人や障害福祉関係団体の参画のもとで、啓
発活動を継続的に実施します。

障害や障害のある人への正しい理解を推進するには、行政
や福祉関係者のみならず地域や学校、企業など、市民全体
で取り組むことが必要なため、様々な機会をとらえ、障害に
対する人権教育の充実を図るとともに啓発活動を継続的に
実施します。

講演会や地域のイベント、リーフレットの配布、市政だよりな
どあらゆる機会を通じて、精神疾患や精神障害に関する基
本的な情報の提供を行い、市民の理解を促進します。

精神疾患や精神障害に対する正しい知識や理解を深める
ための啓発活動の充実を図る

市民を対象として、発達障害シンポジウムを開催するほか、
保護者等を対象とした研修の充実を図ります。
また、パンフレットを研修会や公共施設等で配付するととも
に、発達障害の特性や取り組み等についてホームページで
紹介するなど理解の促進に努めます。

精神障害についての市民の理解を深めるため、福岡県と合
同で講演会などを開催します。

難病に対する理解を深めるため、講演会などにより市民啓
発を行います。

精神疾患や精神障害に対する正しい知識や理解を深める
ための啓発活動の充実を図る

難病患者の社会参加を進めるために、難病の特性や多様
性など、難病に対する社会全体の理解を進めるよう、市民
への正しい理解の普及と啓発を行います。

若年性認知症の人に対し、各種障害福祉サービスや相談
窓口等についての情報を提供します。また、若年性認知症
の理解を促進するため、市民等への啓発を行います。

11-(2)-2

知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、
若年性認知症、盲ろう、重症心身障害その他の重複障害な
ど、より一層の市民の理解が必要な障害や、外見からは分
かりにくい障害について、その障害特性や必要な配慮等に
関する市民の理解の促進を図ります。

知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、
盲ろう、重症心身障害その他の重複障害など、より一層の
国民の理解が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害
について、その障害特性や必要な配慮等に関する理解の
促進を図る。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

11-(2)-3

点字、手話、視覚障害者誘導用ブロックや身体障害者補助
犬、障害者用駐車スペース等、障害のある人に配慮した設
備・制度等の取り組みに対する市民の理解を促進するとと
もに、その円滑な利活用に必要な配慮等について周知を図
ります。

一般国民における、点字・手話、視覚障害者誘導用ブロック
や身体障害者補助犬、障害者用駐車スペース等に対する
理解を促進するとともに、その円滑な利活用に必要な配慮
等について周知を図る。

11-(2)-4

各小学校で行われている障害のある子どもと障害のない子
どもとの交流及び共同学習を継続的に行うとともに、指導者
が人権についての意識をさらに高め、子どもたちに対して適
切な指導ができるよう、各種研修会を通して周知を図り、人
権教育の充実を図ります。

各小学校で行われている障害のある子どもと障害のない子
どもとの交流及び共同学習を継続的に行うとともに、指導者
がさらに人権についての意識を高め、子どもたちに対して適
切な指導ができるよう、研修会などを実施し、人権教育の充
実を図ります。

障害のある幼児、児童、生徒と障害のない幼児、児童、生
徒との相互理解を深めるための活動を一層促進するととも
に、小中学校等の特別活動等における、障害者に対する理
解と認識を深めるための指導を推進する

地域社会における障害者への理解を促進するため、福祉施
設、教育機関等と地域住民等との日常的交流の一層の拡
大を図る。

障害のある人に対する正しい理解を深めるため、不動産事
業者、家主、地域住民等への啓発活動を行います。

障害のある人や障害のある人を支援する施設、事業所等に
対し、自治会への加入などを促し、地域活動等において、障
害のある人と地域の人が触れ合う機会を増やすことにより、
お互いの理解を深めます。

11-(2)-5

地域社会における障害のある人への理解を促進するため、
障害福祉施設や教育機関等と地域住民等との日常的交流
の一層の拡大を図るとともに、地域活動等において、障害
のある人と地域の人が触れ合う機会を増やすことにより、お
互いの理解を深めます。
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基本的な施策一覧（現行計画、国の計画との比較） [　参考資料　１　]

番号
（次期）北九州市障害者支援計画

（平成３０年度～３４年度）
（現行）北九州市障害者支援計画

（平成２４年度～２９年度）
内閣府第４次障害者基本計画（案）

（平成３０年度～３４年度）

（３） ボランティア活動等の推進

特定非営利活動法人、ボランティア団体等、障害者も含む
多様な主体による障害者のための取組を促進するため、必
要な活動環境の整備を図る。

大学、社会福祉協議会、NPO法人等と連携し、本人に対す
る生活訓練や家族のレスパイト等を行うため、親の会等が
実施するスポーツ、文化教室などの余暇活動等を支援する
とともに、ボランティアの育成を推進します。

児童、生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解
を深め、その活動を支援するよう努めるとともに、企業等の
社会貢献活動に対する理解と協力を促進する。

障害者団体等が実施しているレクリエーション・余暇活動な
どを支援するとともに、余暇活動を支援するボランティア団
体の人材育成やネットワーク構築などを促進します。

ボランティア活動をする側とボランティアを依頼する側とを
コーディネートする体制の強化を図り、障害のある人たちの
障害特性やニーズに応えられるよう努めます。

障害や障害のある人に対する正しい理解を深め、障害の有
無にかかわらず、相互に権利を尊重できるような取り組みを
行います。
また、障害のある人が気軽にスポーツやレクリエーション、
芸術・文化・余暇活動などを楽しめるよう環境を整備すると
ともに、当事者の活動や、それを支援するNPO・ボランティア
等の活動に対する支援への取り組みを充実させることによ
り社会参加を促進します。

11-(3)-2

障害のある人や子どもの親の会等が大学、社会福祉協議
会、ＮＰＯ法人等のボランティアと連携して実施するスポー
ツ、文化活動などの余暇活動等を支援します。
また、児童、生徒や地域住民等のボランティア活動に対する
理解を深め、その活動を支援するとともにボランティアの育
成を推進します。

11-(3)-1
特定非営利活動法人、ボランティア団体等、障害のある人
も含む、多様な主体による障害のある人を支援する取り組
みを促進するため、必要な活動環境の整備を図ります。
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